
第 22回 厚生科学審議会感染症分科会結核部会

日 時 :平 成 22年 12月 20日 (月 )

15:00～ 17:00
場  所 :内 閣府 (中 央合 同庁 舎 第 4号館 )

1階 108会 議 室

議 事 次 第

1.開 会

2.議 事

(1)結核に関する特定感染症予防指針の見直 しについて

①  これまでの議論の視点に関する対応策について

② 研究開発の推進について

③ 人材の養成について

④ 普及啓発及び人権の尊重について

(2)そ の他

3.閉  会

資 料 1   「結 核 に関す る特定感 染症 予防指針」の論点 (案 )

資 料 2   研究 開発の推進 につ いて

資 料 3   人材 の養成について

資 料 4   普及啓発及び人権 の尊 重 に ついて

参考資料

参考資料 1  全 国 自治体 に対す るア ンケー ト調査その 2、 中間報告

参考資料 2  結核研究所事業報告等

参考資料 3  「医療上の必要性の高 い未 承認薬・適応外薬検討 会議」開催

要項
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題遭モ古査雰出爾縫彩暫叢9馨〒撲益なず畠革帯淫襲
の進歩、公衆衛生水準の向上等により著 しく変化 し

麿ぁ経職単整11冒窃鯨墜墨彙管漏思Lt尾万3京省賃

変し、基礎疾患を有する既感染の高齢者のり患が中心
となつている。また、高齢者のみならず、一部の大部
市等の特定の地域において、高発病、遅発見.治療中
断、伝播高危険等の要素を同時に有している住民層の
存在についても疫学的に明らかになつている。二方
で、結核医療に関する知見の蓄積により、結核の診
断・治療の技術は格段に向上した。 ‐

O:国の施策 (結核

研究所事業を含む)

0:結核研究所の

単独事業

●:その地の関係機関
による事業

1国際的には多斉I耐性結核、
HIV/AIDS合 併結核が大きな課題と
なつているが、我が国の現状に照ら
して、何らかの言及が必要から
2.結核の診断・治療の技術につい
て、特定感染症予防指針策定以降開
発された新しい技術 (具体例=リ ン
パ球の菌特異蛋白刺激によるイン
ターフェロンγ放出試験、耐性遺伝
子診断法、遺伝子タイビング等)を
反映することが必要か。

このような結核を取り巻く状況の変化に対応するに
は、予防の適正化と治療の強化、きめ細かな個別的対
応、人権の尊重t地域格差への対応を基本とした効率
的な結核対策の実施が重要である。また、結核対策に
おいて結核予防法が果だしてきた役割の大きさと、い
まだに結核が主要な感染症である現実とを踏まえ、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

雰藉霧雇津
g藉

義車島肇雰慶整理午

`翫

こ異異憾
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)に基
づき、結核の発生の予防及びそのまん延の防止、結核
患者に対する良質かつ適正な医療の提供、結核に関す
る研究の推進、医薬品の研究開発、人材養成、啓発や
知識の普及 とともに、国と地方公共団体、地方公共団

崎鯉羅墨手著菫警卍宴場「羅霧将装ぃ竺筐房発臭撃富
る必要がある。                ´

3.特定感染症予防指針策定以降の患
者数の減少を受け、低まん延化に向
けた、施策の二層の重点化を検討す
ることが必要か」 (例 えば、健康診
断を効率化しヽ リスタグル=プヘ焦
点を当てた徹底的な対策による低ま
ん延化の促進、結核の根絶をめざす
等6) 1        1
4.適正技術の維持や医療提供体制の
再構築等の罹患率減少によつて生ず
る新たな課題に対応することが必要
力、

‐   「結核に関する特定感染症予防指針」の論点(案 )
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本指針は、このような認識の下に、総合的に予防のた
めの施策を推進する必要がある結核について、国、地
方公共団体t医療関係者、民間団体等が連携して取り
組んでいくべき課題について、発生の予防及びまん延
の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普
及等の観点から新たな取組の方向性を示すことを目的
とする:          :

本指針については、結核の発生動向、結核の治療等に

関する科学的知見、本指針の進ちょく状況の評価等を
勘案 して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要

があると認めるときは、これを弯更していくものであ
る。   1

輌 日の1案明■■1‐■■

国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特昴1区
(以下「都道府県等」という。)に おいては、結核に関
する情報の収集及び分析並びに公表を進めるととも
に、海外の結核発生情報の収集については、関係機関
との連携の下に進めていくことが重要である。

金助補
＞
Ｉ
む

業
含

事
を

(結核

費公費負担申請等を基にした発生動向調査により把握
されている。結核の発生動向情報は、まん延状況の監

視情報のほか、発見方法、発見の遅れ、診断の質、治
療の内容や成功率、入院期間等の結核対策評価に関す
る重要な情報を含むものであるため〔都道府県等は、
地方結核・感染症サーベイランス委員会の定期的な開
催や、発生動向調査のデータ処理に従事する職員の研
修等を通 じて、確実な情報の把握及び処理その他精度
の向上に努める必要がある。

事業 【結核研究所国庫
補助事業】
(γ H20)

O結核登録者情報提供
等事業 【結核研究所国
庫補助事業】
(H21-)

1.都道府県等において、地方結核・

感染症サーベイランス委員会の定期
的な開催や、発生動向調査のデータ
処理に従事する職員の研修等、確実
な情報の把握及び処理その他精度の
向上が図られているか。
2.発生動向調査については、入力率
が低い項目がある等の課題を踏まえ
て、

‐
質の向上t効率的活用のため、

入力項目の見直 しが必要か。 _:
3.耐性結核対策の強化、リスクグ
ループの洗い出し等を目的として、
病原体サニベイランス (薬剤耐性及
び分子疫学的調査)の体制構築につ
いて検討することが必要か。

1.精度向上のための取 り組みはま
だ普及 していない。
(地方結核・感染症サニベイランス

委員会の設置あり:32/107
発生動向調査の質の評価 :21/107
発生動向調査の質確保のための研
修の実施 :17/107)
2.入力項 目については本 当に必要
なデータは何かを確認しながら随

『籍書楳掌≡ズ

'3し

1(薬剤耐
性及び分子疫学的調査)の体制構
築は重要であり、詳細な内容につ
いてはまだ議論を深めていく必要
がある。        

´

N
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2 -方、高齢者、地域の実情に即した疫学的な解析
により結核発病の危険が高いとされる住民層、発病す
ると二次感染を起こしやすい職業に就労している者等
の定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的であ
ると認められる者については、重点的な健康診断の実
施が重要であるとの認識の下t健康診断の受診率の向
上を目指すこととする。

065歳以上の者に対す
る定期健康診断 【政
令】

2‐ 高齢者、地域の実情IF即 した疫学
的な解析により結核発病の危険が高
いとされる住民層 (ハイリスクグ
ループ)、 発病すると二次感染を起
こしやすい職業に就労している者
(デンジャーグループ)等の定期健

康診断の実施状況は適切であるか。
3.さ らなる健診の効率化の観点か
ら、健診対象とする高齢者の範囲
(年齢の定義)を見直すことを検討

することが必要か。

2高 齢者を含め、早期発見・治療
のためにどのような範囲の人が リ
スクグループとして健診の対象に
なるか整理が必要であり、研究班
等で検討してい く。{65歳 以上受診
率 :26.7%、 ハイリスクグループの
対象 :外国人 `老人保健施設 l住
所不定者など、デンジヤニグルー
プ健診実施率(医療機関 :56%、 社会
福祉施設 :78%、 学校 :84%)]
3.高齢者の定期健診については、
かかりつけ医が、結核を念頭に、
受療中の高齢患者に定期的な健診
を推奨するのが効果的。 (市町村
健診委託状況調査)

3 学校、̀社
会福祉施設等の従事者に対する健康診断

が義務付けられている施設のみならず、学習塾等の集
団感染を防止する要請の高い事業所の従事者に対 して
も、有症状時の早期受療の勧奨及び必要に応 じた定期
の健康診断の実施等の施設内感染対策を講ずるよう地
方公共団体が周知等を行うこととする。また、精神科
病院を始めとする病院、老人保健施設等 (以下「病院
等」という。)の医学的管理下にある施設に収容され
ている者に対 しても、施設の管理者は必要に応 じた健
康診断を実施することが適当である。

O各種学校等で実施す
る定期健康診断 【政
令】

4.定期健康診断の対象である集団感
染を防止する要請の高い事業所の従
事者 (デンジヤーグループ)につい
て、最近の集団発生事例を踏まえ、
効果を評価 し:範囲を見直すことが
必要か。          ―

4.範囲の見直 しについては、さら
にサーベイランスデニタから研究
班等そ検証する必要がある。

4 基本指針に則して都道府県が策定する予防計画の
中に、市町村の意見を踏まえ、り患率等の地域の実情
に応じ、定期の健康診断の対象者について定めること
が重要である。市町村が定期の健康診断の対象者を定
める際には、患者発見率〇・O二からO・ 0四パーセ
ントをその基準として参酌することを勧奨する。

O市町村が特に必要と

認める者に対する健康
診断 【政令】

5.市町村が定期の健康診断の対象者
を定める際の参酌基準 (患者発見率
〇・O二から〇・〇四パニセント)

について、近年の知見を踏まえ見直
しが必要か。

5.市町村レベルでは、健康診断の
対象者数が少なく、参酌基準を適
用することは技術的に困難である
ので、少なくとも都道府県レベル
以上での参酌基準であることを明
示する。

5 市町村は、医療を受けていないじん肺思者等に対
しては、結核発症のリスクに関する普及啓発ととも
に、健康診断の受診の勧奨に努めるべきである。

6.低蔓延状態に向けて、「有症状時
の早期受診」がより重要となること
から「症状の出現、増悪に際して早
期受診」を加えることが必要か。

a症状の出現、増悪に際 して、
期受診を促すことが重要。
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3に覇笞署雪義亀1計:憾ま写籍該お翼寝禁療嵩承程鷲
履1犠誅紺 鴨朧瑠翻留胤
嘉朝碍褒暮然魯島11蹴亀長勇

診断その他の

0市町村が特に必要と
認める者に対する健康
診断 【政令】

7.施策の重点化のため、リスクグ

生花ご旨需it宅 Fケ賛す9万辱9
のうち、住所不定者・社会経済的弱
者、新入国者などについて、対象と
すべき具体的な集団の範囲 (定義)

を整理し、必要とされる対策を示す
ことが必要か:   ‐ '

7.特に、ホァム レス健診や簡易宿
所健診では捕捉できないネットカ
ラ土難民、研修生等の新入国者な
どを考慮する必要があるが、さら
に具体的な集団の範囲について
は、研究班等で検討。

‐

7~外国人の結核患者の発生が多い地域においては、

経異蓼言9奮甲唇稚弯軍8言肇謝輩結客界爾百習器皇
要である。また、地域における外国人の結核の発生動
向に照らし、市町村が特に必要と認める場合には、外
国人に対する定期の健康診断の体制に特別の配慮が必
要である。その際、人権の保護には十分に配慮すべき
であるょ

O在日外国人医療相談
事業 【結核研究所国庫
補助事業】

8.外国人べの対策について、全国的
に行うことが必要か。また、治療ヘ

の理解を促す積極的な対策として、

議事愛「ズラリじτ7涯捨見零奏7
以外に有効な対策を示すことが必要
か。 (例 えば、都道府県単位で通訳
サ‐ビス等の環境を整えること ′

等。)           .
9外国籍ではあるものの国内居住歴
の長い者をハイリスクととらえるこ
とは必要か。高まん延国の滞在歴を
リスクと捉える考え方から、「外国
人」 (国籍)ではなく、「高まん延
国の出身者」または「居住歴がある
者」とすることが考えられるか。

8.例 えば日本人学生と外国人学生
では罹患率の違いがあるなど、外

量12傍詮醤種暑響腕薯F漱装鍵
でさらに検討をしていく必要があ
る。

L事唐磐賃男原9F年冒轟lイ モZ
なく、「高まん延国の出身者」ま
たは「居住歴のある者」というこ
とすることが考えられる。

U~健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の変形等
の事情によつて胸部エックス線検査による診断が困難

お燿嘉纏曇務察歯難層量響奪薩据まそ眠F暴遜爵饉搭

痰
かくた

～検査 (特に塗株陽性の有無の精査)を活用する
ことが望ましい。 ´

10.健康診断において、胸部エツクス
線検査による診断が困難な場合等、
喀痰検査を積極的に行うことは必要
か:(有症状の有無等、間診によ
り、必要な時に喀痰検査を実施する
ことでよいか。)

10.喀痰検査を健康診断レベルにお
いて実施すべきかどうかについて
は、引き続き議論が必要である
が、症状の有無や間診等により必
要な時に喀痰検査をするのであれ
ば、その結果について、非結核性
抗酸菌の可能性があることに留意
が必要ご        |

い
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1 法第十七条の規定に基づく結核I=係 る健康診断

は、結核のまん延を防止するため必要があると認める

ときに、結核にかかつていると疑うに足りる正当な理

鬼82魯嘉垢:纏藻鰺酢電驚IF雪質撃写籍議習磐お
診断を行つた医師等の協力を得つつ、一般的に保健所
等における業務として実施されてきたものでt結核対
策において重要な位置を占めるものであるざ

○接角1者健診の受診勧
告、受診措置 【法第17

条】

・授触者健診については、第十七
条に基づく健康診断だけではなく
て、第十五条に基づく積極的疫学
調査も大切な構成要素であること
から、指針には第十五条も組み合
わせた視点から接触者健診の充実
強化のあり方を示す。
接触者健診の実施状況や成績に関
する地域差は非常に大きく、健診
の質の向上と平準化が重要であ
る。したがつて、従来以上に積極
的に推進していく方向とする。

7~「 者「道府県知事、保健所を設置する市の長及び特別
区の長 (以下「都道府県知事等」という。)が法第十七

条の規定に基づく結核に係る健康診断を行う場合に

言:E重な[曇:営言香讐liラ iξ蔓[[[思 憂繕
路の究明を迅速に進めていくことが重要である。この

3蔀書rttξ ttζ]EE[軍 :多菫景::「十早極手

○感染症予防事業 【補
助金】 (接触者健診、
管理健診)

O結核集団感染事例報
告の徹底等について
【通知】

11.一般の住民及び医療従事者に対す
る注意喚起を目的として、集団感染
が判明した場合には、厚労省への報
告とともに、個人情報の取り扱いに
十分な配慮をしながら速やかに公表
する:こ とを記載することが必要か。

11.ま ん延を防止するために必要な
範囲で公表することは妥当と考え
られるが、具体的な公表内容につ
いては個々の症例ごとに検討する

借[僧晨:菅][11霞曇][il
する配慮も重要である。    .
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冨菖軍て夏万鑽電篭曇りと嘉機に摯看健晨ざ露素横ゎ

:ヒ晏FiIF潜曇Si:][曇[著決菫霞|こう言
霧僣曹塁モ菫::[量曽電省::皇詈菫量ii[:[を確実に対象とすべきである。

○厚生労働科学研究の

成果として「結核の接
触者健康診断の手引き
とその解説」公表

O接触者健診の取扱に
ついて 【通知】

12.接触者健診を■層強化するため

に、どのような施策が有用である
か。 (例 えばt各地域における接触

者健診の評1面の実施など)

12.対象者の範囲を広げること、
lGRA(OFT)を有意義に活用する こ

とヽ分子疫学的手法を積極的に取

り入れることが重要。特に、分子
疫学的調査が正確な対象者の捕捉
に貢献すること、広域に行うこと
で集団感染の特定に役立つことを
踏まえ、これまでの古典的な調査
手法を保持しながらも、分子疫学
的調査の強化を進めていく。

こ欝曇[重「E彗讐菫[1':IttF:書電
'FI曇[[:ittil島壼IIil』;ζ彎]lrittII}

にかんがみ:市町村においては、適切に実施すること
が重要である。

OBCG接 種 【予防接
種法第2、 3条、同施行
令第1条の2】

お痰 、珀 鰹ヽ寛菅種
か 。

13.じじ暉 裡 については、′J｀児縮核
の削減に大 き く寄与 していること

を考えれば、今後も引き続き実施
する

`な
お、近年の副反応の増加

については、接種時期に現在より
ゆとりをもたせる (例 えばt現行6
カ月以内から1歳まで延長する)こ
とが、対応案の二つとして考えら
れるも

21市町村は丁定期のBCG接種を行うに当たつては、

とする。

通』T奄植手言EEIt慧曇電憶懸釈
か。またその理由を踏まえ、未接種
者対策についてどのようなことを行
うことが必要か。

14.子供の体調不良で当該時期に接

種できないことがあるという事情
を考慮すると、未接種者対策の一
つとして、接種期間を延長すると

いうことが考えられる。
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て「 BCGを機種して数日後、被接種者が結核に感染し

奨する等当該被接種者が必要な検査等を受けられるよ
うにすることが適当である。

15,コ ッホ現象への対応について、医
療機関における対応の妥当性を確認
:し 、適切な対応方法を示すことが必
要か。

15.コ ッホ現象については、自治体
により対応に差があり、専門家ま
た市民に対する啓蒙を含めて対応
をしていく必要がある。

4~国においては、予防接種に用いるBCGについて、

冒Fな
俳給が確保育

れる
キ
う努

t,こ
|ザ重

〒
で,

1 結核患者に対して、早期に適正な医療を提供し、
疾患を治癒させること及び周囲への結核のまん延を防
止することを結核に係る医療提供に関する施策の基本
とするも、

0結核医療費公費負担
【補助金】

1.低まん延化に向けた施策の重点化
に伴い、発症リスクのある対象への
対策強化を行うという考え方から、
「潜在性結核感染症の治療の推進」
を基本的考え方で言及することが必
要か。

1.清在 性績 核 悪梁症 の治原 を推進

する。    `



ゑ:彊奮苦璽晃疑な馨暑芋督繹核量署案増摘]零冨
で

り、結核単独の治療に加えて合併症に対する治療も含
めた複合的な治療を必要とする場合も多く、求められ

象菖雰髪理お轟犠おま憾楚軟撹正夕t免λ,み?崖窯た譜
いても対策の重点は発症のリスク等に応じた結核患者
に対する適正な医療の提供、治療完遂に向けた患者支
援等きめ細かな個別的対応に置くことが重要である。

O結核思者収容モデル
事業 【補助金】

2.低まん延化に向け、医療の質を確
保し、患者を中心とした効率的な医
療提供を行っていくために、結核医
療提供体制の再構築を行うことが必

要か。            ・

21必要な病床数が確保できていな
い大都市圏や、結核病床の開鎖・

返上により医療アクセスが悪化 し
ている地域が問題となっており、
患者中心の医療実現のために結核
病床の確保、医療提供体制の再構
築が必要である。      

‐

●都道府県レベルで、標準治療の
他、多剤耐性結核患者や管理が複
雑な結核治療を担う拠点病院を定
め、地域 レベルにおいて、合併症
治療を主に担う地域基幹病院を定
め、都道府県で対応困難な症例を
広域で受け入れる専門施設を定め
る。、
●都道府県単位の拠点病院を中心

儀甚嘉蓮婁摯号?琴埜,臓稿を盤
備する。また、地域連携ネット
ワークに対 して専門施設が支援を
提供できる体制 (専門施設ネット
ワーク)を整備する。
●個別の患者の病態に応 じた治療
環境を整えるべく、また医療アク
セスの改善を図るためにも、結核
病床とその他の病床を併せたユ
ニッ ト化病床、感染症病床の利用
を含めた一般病棟の中の陰圧病床
の整備を検討する。

3 結核の治療に当たっては、適正な医療が提供され
ない場合、疾患の治癒が阻害されるのみならず、治療
が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。こ
のため、適正な医療が提供されることは、公衆衛生上
も極めて重要であり、結核に係る適正な医療について
医療機関への周知を行う必要がある。

○結核医療の基準 【告
示】
◆日本結核病学会によ
る「結核医療の基準」

0

⌒



4 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なも
のではなく、まん延の防止を担保 しながら一般の医療
の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質
かつ適正な医療の提供が行われるべきである。このた
め、結核病床を有する第二種感染症指定医療機関にお
いては、結核患者に対 して、特に隔離の必要な期間
は、結核のまん延の防止のための措置を採つた上で、
患者の負う,心理的重圧にも配慮 しつつ、療養のために

必要な対応に努めるとともに、隔離の不要な結核患者
に対しては、結核以外の患者と同様の療養環境におい
て医療を提供する必要があるもまた、患者に薬物療法
を含めた治療の必要性について十分に説明しご理解及
び同意を得て治療を行うことが重要である。

○入院勧告・措置 【法
19条】
○入院に関する基準 _

【通知】
O退院 【法22条】
0退院に関する基準
【通知】

3.病 棟単位から病床単位の結核病床
に移行していく中、院内感染予防
や、患者中心の医療の観点から、中
長期にわたる入院の療養環境により
配慮した方策を講じることが必要
か。
4.入退院基準の妥当性について、検
討を継続 していくことが必要か。

発会響製罫写管留奮iξ蔓ぶP対●

3.結核病床 (ユニッ ト化病床含
む)tモデル病床について、院内
感染予防、療養環境を考慮した施
設基準を定める。
4.前回に入退院基準を変更した後
の検証と評価をきちんど行うべき
であり、基準の見直しについて:

は、今後も新しい技術や知見を取
り入れて研究班等で検討を進め
る。        ・

5.強制隔離1こついては現在の法体
系の中でも可能と考えられるが、
実効性を持たせるためにはさらに

早ダぞ憲婁集雰憲FttF検
討をし

5 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を
有する患者等 (後天性免疫不全症候群、じん肺及び糖
尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制斉1

使用下の患者等)の管理に際 し、必要に応 じて結核発
症の有無を調べ、積極的な発病予防治療の実施に努め

るとともに、入院患者に対 し、結核に関する院内感染
防止対策を講ずるよう努めなければならない。

6 国民は、結核に関する正 しい知識を持ち、その予
防に必要な注意を払うとともに、特に有症状時には、
適正な治療を受ける機会を逃すことがないように早期
に医療機関を受診 し、結核と診断された場合には治療
を完遂するよう努めなければならない。また、結核の
患者について、偏見や差別をもって患者の人権を損な
わないようにしなければならない。

O毎年実施する結核予
防週間 【通知】
◆結核予防会が実施す
る結核予防全国大会等

6.結核に対する一般国民の意識が低
下していることから、働き盛りや無
保険者、自覚症状を意識しない者

歴甘侵蓮馨言皐甘辱婁棺凛菖を雪智
た受診の遅れに対する方策を検討す
ることが必要か。    ■

6.無保険者への対応、認知症の患
者、喫煙者に対するア ピール方法
について充実させていく必要があ
るこ

0



結核の治療 を行 う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関Iま、結核の早期制圧を目指して、直
接服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DoTS戦略)

を提唱しており、現在までに世界各地でこの戦略の有
効性が証明されている。我が国においても、これまで
成果をあげてきた結核に係る医療の供給基盤等を有効
に活用しつつ、服薬確認を軸とした患者支援、治療成
績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を
尊重しながら、これを推進することとする。

7.抗結核薬の確保の必要性につい
て、明記しておくことが必要か。

7.抗結核薬の確保が必要。
(特に二次抗結核薬などの生産が

中止される可能性のある薬の確
保、現在適応外となつている薬や
今後開発される抗結核薬の早期承
認、他の剤型の導入など)

2 国及び地方/AN共 団体においては、服票確認を軸と
した患者支援を全国的に普及・推進 していくに当たつ
て、先進的な地域における取組も参考にしつつ、保健
所、医療機関、福祉部局、薬局等の関係機関との連携

う「倭経調な冨野票羮琵響霜言f弩警贈研2肇襦援患
技術的助言を行うこととする。

O結核思者に対する
DOTSの推進について
(平成17年適用):
―「日本版21世紀型

DOTS戦略推進体系図J

O結核対策特別促進事
業 【補助金】

8,DOTSの 質を向上させ、個別的な患

菖膏撰庭年F纏曇稽塩詫峯等5羅懲
地域連携体制のさらなる強化をどの
ように促進していくか。

8.DOTSカ ンファレンスやゴホー ト

賛馨書2窪量子智F連携パスの導
また、都市圏の住所不定者や日雇
い労働者が多い地域では外来医療
施設において、外来治療とDOTSを
含めた患者支援を一体的に行う医
療提供も検討する。

iF履言][醤曇言君普:I:EF8暑 滝票曇言i曇
し、特に外来での直接服薬確認が必要な場合には、保
健所自らも直接服薬確認を軸とした患者支援の拠点と
して直接服薬確認の場を提供することも検討すべきで
ある。            ¬

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物
治療の完遂であることを理解し、患者に対し服薬確認
についての説明を行い、患者の十分な同意を得た上
で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に継続さ
れるよう、医療機関等と保健所等が連携して、人権を
尊重しながら、服薬確認を軸とした患者支援を実施で
きる体制 を構築することが重要である。

O結核対策特別促進事
業 【補助金】

9.治療完遂のための思者教育の視点
から医療機関における院内DOTSの着
実な実施が重要であるが、,実施率と
質の向上を一層図つていくことが必
要か。           ~

9「地域DOTS」 が有効に成 り立つ
ためにも、入院中の「院内DOTS」

の患者教育を十分に行う必要があ
ることを再認言哉し、これを徹底し
ていく。

“
“
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= 暴本的考え方
1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進される
べきであることから、結核に関する調査及び研究は、

言了響雪P意奎急晶皇貸惑慕異源勢禽Lお鍵禁P海昇
の研究機関等も含めた関係機関との連携の確保、調査

受3群発Σ績継爵企纂鍵享菅言2晋學慧テ

.:下
 ` 査

O厚生労働科学研究
費、結核研究所補助、 :

政府開発援助結核研究
所補助 【補助金】

1.低まん延化に向けて、罹患リスク
グループや感染が起こるリスクのあ
る場の特定のための感染経路の把
握、また海外からの結核の輸入の国
内感染に与える影響を検証するため
に、分子疫学的調査・`研究の強化を
していくことが必要か。

2 BCGを含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結
核に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適
正な医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究
開発は、国と民間が相互に連携を図つて進めていくこ
とが重要である。このため、́国においては、結核に係
る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進
していくとともに、民間においてもこのような医薬品
の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行う
こととする。

O厚生労働科学研究
費、結核研究所補助
【補助金】

二 国における研究開発の推進

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要
とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する検査
法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法等の開
発のための研究等の結核対策に直接結びつく応用研究
を推進 し、海外及び民間との積極的な連携や地方公共

黒憶暑Fけ
る調1及ソ

研究
?支督

を進めるFと が重要

0厚生労働科学研究
費、結核研究所補助
【補助金】

2.開発された革新的技術 (具体例 :

耐性遺伝子診断法、遺伝子タイピン
グ等)について、臨床現場に適用す
るために必要な調査や制度の整備を

｀

推進していくことが必要か。

2 国 に おいて は、資金 力や 技 術 力の面 で民間 では研

究開発が困難な医薬品等についで、必要な支援に努め
ることとする。特に、現状では治療が困難な多剤耐性
結核患者の治療法等新たな抗結核薬の開発等について

なぉ:1言精言蘭霧勇諾奨麗曇経なではf黒基姦基皐ぁ
冨1作用の減少等、安全性の向上にも配慮することとす
る。

O厚生労働科学研究
費、結核研究所補助
【補助金】

3.開発された医薬品を早期に臨床現
場で使用可能とすることを目的とし
た、積極的な関連情報収集などを
行つていくことが必要か。

C●
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:地方公共団体における研究開発の推進 |

地方公共団体における調査及び研究の推進に当たつて

埼:肇警薦た設琴羅暑吉2界墨聖辱奮菅r事電F凛健
所においては、地域における結核対策の中核的機関と
の位置付けから、結核対策に必要な疫学的な調査及び

著経「鼈盤に指博9穂警配蒼経霧8層轟お糞繕鍵焦i
しての役割を果たしていくことが重要である。

医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん
延の防止に資するものであるとの観点から、製薬企業
等においても、その能力に応じて推進されることが望
ましい。

竿‐平
=甲

贈的1有準構|| |||1111:||:|:||:|,|:|||■ 1■|||■■|

曇曇[書憾爵I継異筈驚露歯量を言管[嘗[l[慇電
関する研究や人材養成においても国際的な協力を行う
こととする。

基症履轟あ鳥暮あ彰曇撃籍場寿暴あ奨巌蕉否を暑努蜀
耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策が政策
上重要な位置を占めている国及び地域が多い。世界保
健機関等と協力し、これ ら:の国の結核対策を推進する
ことは、′国際保健水準の向上に貢献するのみならず、
在日外国人の結核の り患率の低下にも寄与することか

え
=著
奮早2管蜜習奄察晋暑十昌冒霧鼻槙種儀畠曇[

連携しながら、国際的な取組を積極的に行つていくこ
ととする。

0◆ス トップ結核アク

シヨジプラン

・
　

　

ヨ
●



2 国は政府開発援助による二国間協力事業により、
途上国の結核対策のための人材の養成や研究の推進を
図るとともに、tれらの国との研究協力関係の構築や
情報の共有に努めることとする。

0」 ICAに よる二国間協
力
O結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助 【補助金】

二 基本的考え方

結核患者の七割以上が医療機関の受診で発見されてい

る,方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少
なくなっている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診
断及び結核患者の治療成功率の向上のために、国及び

馨響窓曇莫焼巣雰筐暴撃鷹彙塀響捜響謝損勤警追琴管
といくできる人材の養成を行うこととする。また、大学
医学部を始めとする、医師等の医療関係職種の養成課

彗雰援怠昌藤轟糧鯨筈暑閲基機贅菖芋慧嬬轟房違窪裡
努めることが求められる。

O結核研究所補助 (結

核対策指導者養成研
修)【補助金】
O結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◇その他、結核研究所
が行う研修事業  :

1.結核病床、モデル病床があつても
医療スタッフが不足し (医師不足、

「苦T察鯨督層魔婚鵜に辱濯手言充
嘗栃違霧倉蓄あ1号饉占t等依贅京
懸RIキ

て1悴討すること力
く必要では

各奨鼎P聟詮筆製藉量2薫忠L管斃

::]:i7::[雖
か

`く第16回 結核部会「今後の医療のあ
り方に関するこれまでの議論の概  :
菫 : 卜し|ヽ

二 国における人材の養成

1 国は■結核に関する最新の臨床知識及び技能の修
得並びに新たな結核対策における医療機関の役割につ

械話舌警嘉漆磐2i与「星履お皇碁機菖秀霞課F興編
師、診療放射線技師、保健師、助産師:看護師t准看
護師t臨床検査技師等に対する研修に関しても必要な
支援を行つていくこととする。 ‐

0結核研究所補助 (結

核対策指導者養成研
修)【補助金】
O結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】  ・

◇その他、結核研究所
が行う研修事業

“
輌
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・
2~回は、結核行政の第一線に立つ職員の資質を向上

息苑晃縛童馨変岳撃秀慇賃昔欝手な手修お姜撞健菖モ
て、検討を加えつつ適切に行つていくこととする。

○結核研究所補助 (結

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◇その他、結核研究所

.

が行う研修事業

こ関する人材の養威

都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地方

衛生研究所等の職員を積極的に派遣するとともに、都
道府県等が結核に関する講習会等を開催すること等に
より保健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修
の充実を図ることが重要である。さらに、これらによ

子懲2警ふ璽蟹壕雷意r響量「懸奨麗籍是虔蝶藤萬燿

2言:馨Ⅲ曇言董脅i:[眉3髯言撃:慮董名農堡:
研修を行うことが重要である。

― 基本的考え方   ・ 丁

島な目嚢8黎裏↑歪思憤嬌象お暮獲等哲馨弩冒百象墾
要である。また、結核のまん延の防止のための措置を
講ずるに当たつては、人権の尊重に留意することとす
る。

O結核対策特月1促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)|【補助 :
金】     ′
◆結核予防会等による

普及啓発事業

1国や地方自治体の関与による地域
連携推進のための普及啓発をどのよ
うに行つていくことが必要か。

2 保健所においては、地域における結核対策の中核
的機関として、結核にっいての情報提供、相談等を行

う必要がある。

3 医師その他の医療関係者においては、思者等への

十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが重
要である。  ´

一
０
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~   :  研究開発の推進|=ついて

資料 2



結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋)|

・ |  ||.:‐ | ` |||

一  基本的考 え方

1 結核対策は、科学的な知見に基づい
て推進されるべきであることから、結核
に関する調査及び研究は、結核対策の基
本となるべきものである。このため、国
としても、必要な調査及び研究の方向性
の提示、海外の研究機関等も含めた関係
機関との連携の確保t調査及び研究に携
わる人材の育成等の取組を通じて、調査
及び研究を積極的に推進することとす
る8ヽ

O厚生労働科学研究費、
結核研究所補助、政府開
発援助結核研究所補助
【補助金】

1.低まん延化に向けて、罹
患リスクグループや感染が
起こるリスクのある場の特
定のための感染経路の把
握、また海外からの結核の
輸入の国内感染1ご与える影
響を検証するために、分子
疫学的調査・研究の強イヒを
していくことが必要か。

畠薬撃蹴 斃 酬 呉

1軌
√

防や結核患者に対する適正な医療の提供
に不可欠なものであり、これらの研究開
発は、国と民間が相互に連携を図つて進
めていくことが重要である。このため、
国においては、結核に係る医療のために
必要な医薬品に関する研究開発を推進し
ていくとともに、民間においてもこのよ
うな医薬品の研究開発が適切に推進され
るよう必要な支援を行うこととする。

0厚生労働科学研究費
結核研究所補助 【補助
金】

二 日における研究開発の推進

1 国は、全国規模の調査や高度な検査
技術等を必要とする研究、結核菌等を迅
速かつ簡便に検出する検査法の開発のた
めの研究、多剤耐性結核の治療法等の開
発のための研究等の結核対策に直接結び
つく応用研究を推進し、海外及び民間と
の積極的な連携や地方公共団体における
調査及び研究の支援を進めることが重要
である。

O厚生労働科学研究費、
結核研究所補助 【補助
金】

2_開発された革新的技術
(具体例 :耐性遺伝子診断

法、遺伝子タイピング等)

について、臨床現場に適用
するために必要な調査や制
度の整備を推進していくこ
とが必要か。

2 国においては、資金力や技術力の面
で民間では研究開発が困難な医薬品等に
ついて、必要な支援に努めることとす .

る3特に、現状では治療が困難な多剤耐
性結核患者の治療法等新たな抗結核薬の、
開発等についても、引き続き調査研究に
取 り組んでいくこととする。なお、これ
らの研究開発に当たっては、抗結核薬等
の副作用の減少等、安全性の向上にも配
慮することとする。

0厚生労働科学研究費、
結核研究所補助 【補助
金】‐

3.開発された医薬品を早期
に臨床現場で使用可能とす
ることを目的とした、積極
的な関連情報収集などを
行うていくことが必要か。
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自治体アンケー ト結果 (抜粋)

「第四 研究開発の推進」

集計状況

132自治体に送付し、105自 治体より返答があつた。都道府県は47都道府県中36都道
府県より返答があり、その他の自治体は 85自治体中 69自治体より返答があつた。47

都道府県中都道府県および都道府県内の全自治体から返答があつたのは 34でその占め

る人口|よ 12751万人の日本人口のうち6716万人で53%あった。

結果                     、

表 31.自 治体で結核に関する研究を行つているか

23

80

1 自治体で結核に関する研究をしているところは、選答した自治休 103箇所申 23箇所

(表 31)でその内容は表 32の とおりである。複数回答があるので23をこえるが、服薬支

援、病院保健所連携を含めたDOTSに ついての研究が多くあつたと |

表 32.結 核に関する研究の内容 (複数回答あり)

DOTS関係

・地域 DOTS事業の推進につぃて、飯場 (住所不定者)

・院内DOTSの実施状況に関する聞き取り調査
・区保健所における結核対策一DOTS事業の推進と成果
"市におけるDOTS事業の取り組み     ,
「DOTS支援状況

「県DOTS事業の現状と課題について

における結核対策等

DOTSの うち、:特に服薬支援について
,区保健所におけるリスクアセスタント票を用いた月風薬支援
・結核患者に対する服薬支援アンケート実施    i
・高齢化が進む地域の結核患者支援    ｀

・‖保健所における結核患者支援の評価

保健所と病院連携
・結核患者月反薬支援の構築に向けた保健所と病院の連携

コホ
=卜

分析         :
ロコホー ト検討会を実施 した結果を基に1

における結核対策

ハイリスク者            _
・地域 ,OTS事業の推進にういて二飯場 (住所不定者)

・市におけるホームレス・外国人結核患者について

ヽ
（
（
¨
一
、
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集団感染関係
・公共機関における結核集団感染について
・pFT検査陰性者から複数の発病者が発生した集団感染事例について
・学習塾における集団感染事例について

,ホームレ不における結核集団感染について、コニルセンターにおける結核集
団感染について

接触者健診関係
・接触者健診の検討
・手L児のOFTの実施と結果にういて

分子疫学関係        :
・ 区内の全結核患者に対する íS6110RFLP

応用と可能性について
・結核研究所、1病院と協力の上、I病院で行う結核患者の RFLP検査を実施

難 しい例について

・小児結核検討会
・県の肺外結核のまとめ ヽ

再発について
・高齢結核患者割合の高い地域における結核再発の現状につぃて
・DOTS支援後の再発事例
・県再治療患者の状況について           '

院内感染対策
・医療機関・施設における感染予防の実施状況と結核二次感染の関連について
検討

BCG関係

・市町村 BCG接種実施状況調査
・ コッホ現象疑い事例対応状況調査

その他分類困難

・結核対策実務者ワーキング会議 (A県における結核対策について、

当を交え検討)

アジア大都市結核対策共同調査研究
30～ 59歳の新登録患者の状況

過疎地域における結核患者の結核への思い

保健所担

4



表 33.
36

63

DOTS関係
・過去 5年間のDOTSの状況
・T保健所でのDOTsの取り組み
・薬局 DOTSア ンケー ド

DOTSの うち、特に服薬支援に,いて
・結核服薬支援アセスメント項目と治療成績の関連性の分析
・Y保健所における結核め服薬支援について  '
・服薬手帳活用の評価 1
:・ 県保健所における結核患者支援の評価      :
・高齢結核患者の支援に関する現状と課題 ‐

医療機関と保健所の連携
・医療と保健所の連携による結核患者服薬支援事業の展開‐

コホー ト分析

・ コホー ト検討会を実施 した結果を基に、市の結核対策の課題について研究

患者管理      :
・一覧表を用いた保健所結核患者管理の展開

患者実態調査
・退院後訪問未実施患者、退院後施設入所患者の実態調査
・結核治療修了者への意識調査・

集団感染                  |       ― ‐

・若者の結核集団感染について (事例検討)    .   :
… 公共機関における結核集団感染について
・新聞報道を伴う大規模結核接触者健診への対応について
・外国人留学生を初発患者とする結核集団感染事例について
。管内で発生した集団感染事例について         ,    ´

・市における接触者集団検診の現状と課題         ■
・中:国人研修生を初発患者とする結核の集団検診
・ホームレスにぉける結核集団感染|二ついて、'コニルセンタ‐における結核集
団感染について

ハイリスク者
・管内|こ おける外国人結核の現状と課題
・海外からの労働者を雇用している事業所に対し、
施状況を調査 ,_

雇入れ字及び定期健診の実



6  ‐

・結核患者の多い管内刑務所に対して聞き取り調査とケース検討を行い、当事
務所における刑務所結核患者管理体制を整備

症例検討

・ 5年間にわたる結核の感染症例の追求
・母子結核発生事例について

院内施設内感染対策     ‐
・高齢者施設における結核感染症予防対策につtヽて
・高齢者施設における平常時の結核対策の実践と保健所の支援について
,福祉関係者の知識、予防対策の実態調査、作成した普及啓発媒体の評価のた
めの調査   |

・高齢者入所施設に対しt結核感染管理についての実態調査
・G10号で診断の遅れの患者発生時、①医療機関実態調査実施 (職員健診、外
来患者の トリアニジ、優先診療、N95の準備等)②マスク着用キャンペーン

調 査

発見の遅れについて

・初診から登録までの期間が長い例の実態調査

疫学関係
・管内における若年結核患者の分析からの考察
・管内の市町村別り患率等調査に基づく高蔓延地区の有無についての検討

分子疫学関係    : |
・結核の疫学調査に VNTR分析が有用であらた事例

接触者健診関係
,接触者健康診断に対する OFT検査の導入につぃて
。結核集団感染事例に対 して OFT検査を導入 し、ツベルク リン反応検査のみに

よる判定と比較 した場合の有用性を調査
・結核接触者健診の対象者選定について

BCG関係

・ BCG針痕数調査 (1歳 6月 時 )

・管内市町が行つているBCG接種針痕数の調査
口BCG針痕数調査   :         '

業務のコンピュニター化関係
:結核関係のデータをデータベース化し、結核関係業務を効率的に遂行できる
ことに成功したその方法とシステム概要について報告



開発された新技術の活用の可

(結核研究所)

氏

能性について

【LAMP法による結核菌検出検査】

● 技術の概要

栄研化学が開発 した Loop mediated isothermal amplification(LAMP)法 と、

核酸精製技術である PFocedure for Ultra Rapid Extraction(PURE)法 との組

み合わせに よる簡易結核菌検出キ ツ トである。従来の PCRあるいは TRCと 比較

しても感度、特異度に差がないことが示されている。また等温反応であるため

基本的に特殊な機器を必要としない(形状が特殊なためPUREデバイスの加温装

置は必要)。 遠心などの検体前処理が必要ないため、検体受領から1時間以内に

結果を得ることが可能である:1検体ずつ別個に検査可能であり、途上国でも

実践性が証明されている。                   、

● 利点

日本独 自の技術であ り、既に FIND(Foundation for lnnovatiVe New

Diagndstics)と の共同開発として進められている。最終製品版も基本的に完成

しており、現在承認申請中である。夜間救急ゃ細菌検査室を持たない医療施設

での利用が考えられる。   1         1

【Line Probe Assay法 による Isoniazid,Rifampicin,Fluor6quinolone及 び

Pyrazinamideの 遺伝子耐性診断】|                  '
● 技術の概要

‐ ニプロが開発した SolidPhasё ReverseHybridisationAssay(一般には Line

Probe Assay:LPA)法 を利用した Isoniazid,Rifampicin,Fluoroqulno10ne

及びPyrazinamideの遺伝子変異検出キットである。既に臨床評価は終了してい

: ｀
る。野生型あるいは変異型のプローブによつてそれぞれの薬剤耐性を制御して

いる遺伝子の変異の有無を検出する。

● 利点    '
およそ 6時間で検体から直接上記の薬剤の耐性を知ることが可能であり、特

に耐性結核の院内感染など感染制御上の有用性が高い。特に検査の難しい PZA

の感受性検査の代用として有用性がある。また、遺伝子検査であるためバイオ

ハザー ド上の懸念がない。

7



【集菌 ビーズによる検体濃縮法】

● 技術の概要         ´

ジェネテイシ社 (日 本)が開発 した抗酸菌集菌用の ビーズであるjビ=ズに

結核菌を電磁気的に吸着し、さらにそれらのビーズを磁気で集菌する。

● 利点

遠心分離器を使用しないので、バイオハザード上の利点が大きい。ま|た、菌

濃度の低い (薄い)検体では、遠心法よりも集菌効率が良いとするデータもあ :

｀
る。

.  
【Rea卜time PCRに よる自動結核菌検出及び Rifampicin耐性検出法 :GeneXlert】

● 技術の概要               一

:        喀痰等の検体を処理剤とともに専用のカセッ・卜 (使 い捨て)に入れ、専用の

機器にセットすると、2.5時間程度で Real「time PCRに よ り結核菌の検出と、

″
"変

異 (RFP耐性)検出が完全に自動で実施できる。産物の検出には Molecビ lar

beaconと いわれる技術を用いている。

● 利点

喀痰から直接検査を実施することができる。また完全にハンズフリーなので、

1        検査室のワーク甲一 ドにあま り影響 しないと考えられる。RFP耐性は多剤耐性

結核の良いマーカーであり、感染対策上有用性が高い。

｀
   8、



(結核研究所)

土井氏提出 i

新抗結核薬開発の現況と次世代の結核化学療法の動向

土 井 教 生
、結核研究所 /抗酸菌レフラレンス部 /主任研究員

【世界の現状 /Stop TB Partnershipと 丁B―AH iance】

1.2009年にStop TB Partnershipと TB A、|lianCeが 設立され、現在、新抗結核薬開

発の世界の推進力として機能している。両組織が 2005年 に掲げた目標は (1)2010

年までに最初の新薬の臨床導入、(2)2015年には、すべて新薬からなる次世代の結核

標準化学療法レジメンを確立し、治療期間を 4ヶ月に短縮することであった。 2.
2010生F10月 理見イ

=、

 W9ND (Working Groul on New TB Drugs)Stop ttB Partnership/wH0

調査の結果t Drug,iSCOVer,15、 Preё liniёa1 5、 Clinical丁ёSting ll、 合計 31の

新抗結核薬|プ ロジェクトが進行中 (別 添の図、
.参

照)。        1     
｀

【臨床試験段階にある主な候補化合物の最新動向 】

1.結核 4ヶ 月/MDR 6ヶ 月標準治療に向けた併用レジメンの臨床試験第 11相開始 :

PA-824+MFLX+PZA(TB―A‖ iance)。  2:結核 4ヶ月治療を目指す臨床試験第 IH

相 RFPギ GFLX+PZA最終段階 (OFLO丁 UB):‐ 31丁MC-207+既存 2次薬の組み合わせに

よる MDR―丁Bを対象とした臨床試験第 II相は順調に進展中。 4.oPC-67683(大塚製

薬)は 9カ 国 14施設で MDR―丁Bを対象に世界同時開発の治験計画に沿づて PhasettI Ib

終了 : 2012年 MDRttTB治療の orphan drugと して申請予定。 5.SO-109(Sequella)

1よ
EDttPと 提携しPhase― Ha EBAを開始予定。 a新 しい2種類の oxazolidinone

言喬華妻クト: AZD5847(Astra Zeneca, 」acques Dumas)tPNU‐ 100480(Pfizer, Bob Wallace)、

ともに臨床試験第 I相終了間近。     、

【日本で合成され前臨床試験段階にある候補化合物 】

1.キノロン耐性菌に有効な新世代レスピラトリニキノロンDC二159a(第一三共、結

核研究所)            l
2.核酸系抗生物質CPZEN-45(微生物化学研究所→Li‖ y MDR―TB Partnership)

3:TL-1-InhibitOrs/Capuramycin(TL-1:三 共マSeque H a lnco.)

1～ 3は、いずれも「結核研究所」で基礎研究過程を経て上記開発段階に達した化

合物である。

現在 DC-159aと CPZEN-45は前臨床試験 ご最終段階にある。

【次世代標準 4ヶ月併用レジメンの早期実現に向けた動ぎ 】   :
多彩な新薬開発とその早期臨床導入を図る必要から、WGND/StopTB/WHO、 丁B―AH iancё

は、前臨床試験 (ComboTStudy)と 臨床試験第 H tt EBA(ё arly bacterlcidallacti宙 tジ )

の段階から併用 レジメ:ン の clinical armを 導入し並行していく新たな開発戦略

(Combo―EBA)を提言 : 関連する各委員会で承認された。



Prec:inica:Development CliniCal DeVe:opment

・CPZEN ・AZD5847|:nhA inhibltor   oNitroirn:da20:eS
bTryptanthrin,   °MyCobacteril:

・Protein Кinase  Cyrase l口 hibitOrs

:nhibitors       OR:rninOphenaZines

織珊軍
e

・Funga1        0MTopo
Metabo:ites      OMacrolldeS
ODNA metabo!ism `Leu RS inhibitor

・Fo:ate
B:。synthesis             `｀

・FabG4
,Nad Synthase
OMenaluinon9    ‐

Synthase         i
OMalate Synthase

血 議

Discovery

・Phe■ otypic
screens

eTMC‐207 ・Catif:oxacin
OMoxifioxacinOSQ641     ・SQ‐109、

61::Ur1 0'180
0:rnidazopソ ridine    f

・OPc‐6768o _
,PA‐824
0Rifanentine
OLine2o:id

OLL3858

轟
０

SyntLesized itt Jap● n and Supportёd by JATA,RIT

Candidates syntheSiZOdiby Japanese Pharme c。 ‐

WGND G10bal prig Pipё line/ 彎ゝ Fη Pα′″κ

`だ

力″ /OCtOber 2010



資料 3

人材の養成について

①結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋)|

② 自治体アンケート結果 (抜粋)・ ・・ ロロロ・・・ 口・・・・ P2

③ 日本結核病学会及び日本呼吸器学会における取組み
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④ 日本感染症学会における取組み

<永井参考人提出資料>・ ・・・・・ P15

⑤ 指導者養成研修修了者全国会議、結核療法研究協議会

について<加藤委員提出資料> ロロロ・・ 口・・・・・・口 P36

⑥ 国立病院機構における取組みについて

<(独)国立病院機構提出資料> ・ ロロ・ 口 P38
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=  自治体ァンケー ト結果 (抜粋)

「第六 人材の養成」        
…

集計状況                   ′  _
132自治体に送付し、105自治体より返答があつた。都道府県は47都道府県中36都道
府県より返答があり、そのせの自治体は85自治体中69自治体より返答があった。47

都道府県中都道府県および都道府県内の全自治体から返答があつたのは 34でその占め
る人回は 12751万人の日本人口のうち 6716万人で 53%あった。 ´

結果           :

表 35.医 療(福祉従事者に対して、結核研修事業を行つているか

医療福祉従事者に結核研修を行ならてぃる自治体は返答のあうた 102箇所中 69箇所
と多く(表 35)、 その研修評価方法は表 36のように、アンケー トが多いが、立ち入り調
査などの際に実地で状況を視察などの返答もあった。

表 36.結 核研修の評価方法

40

9

3

2

2

2

69

33



渡辺参考人提出資料

◎  日本呼吸器 学会の結核 暉抗酸菌症教育に関す る活動

日本呼吸器学会は歴史的には日本結核病学会が母体であり、昭和36年 (1961)に結核

病学会から分離して日本胸部疾患学会として設立され、その後、日本呼吸器学会と改称

した。しかし、現在では会員の約 4分の 1しか結核病学会に加入していないことに象徴

されるように会員の結核離れが進んでいる。この事態を憂慮して 1997年より日本結核

病学会との共同企画としての教育的シンポジウムを学術講演会時に行つており、毎回
200～ 300名の受講があり、盛況である。このことは若い呼吸器科医が結核 口抗酸菌症に

関する知識を要求している表れでもあり、:教育機会を増やすことは重要なことであると

考えられる。                1
平成 19年の総会からは「結核講習会」の名称をかかげ、受講証を発行したが、なにも

メリットがないため、インパクトに欠けた。

日本呼吸器学会は平成 19年度から ICD制度協議会に加盟したので、申請の都合上、平

成 20年の第 48回学術講演会時に ICD講習会を開催することとなつた。第 48回では

呼吸器学会として最初の ICD講習会であったこともあり、また、大きな会場を準備した

ことも手伝つて受講者は 1,000名 に達した。

以下に最近数年間の呼吸器学会での結核に関する講習会のプログラムを示す。  ,

●第47回  日本呼吸器学会学術講演会  `東 京 平成 19年
結核講習会 (日 本結核病学会との共同企画)正確な受講者数は不明 約300名
テーマ :未来に繋がる結核対策

座長 :貫和 敏和 (東北大学呼吸器内科)

.  森下 宗彦 (愛知医科大学メディカルクリニック呼吸器内科)

1.― 感染症法に統合される結核対策               ,
結核予防法が廃止され、感染症法に統合されることになった理念と結核対策
の変更点を解説           ~

加藤 誠也  (結核研究所)

2.結核を含む院内感染対策

院内感染としての結核対策を一般細菌の感染対策と対比して、困難な点や注

1  意する点:な どを解説   :
: 國島 広之  (東北大学大学院 感染制御・検査診断医学)

3.結核院内感染対策の実情 =全国アンケー トを中心にして三

結核院内感染対策の実情を今年の全国主要病院アンケ=卜調査に基づき解説

飯沼_由嗣  (京都大学医学部付属病院感染制御部)

4。 そこが知りたい結核の臨床       「      1
二般病棟で抗酸菌排菌患者が出た時の具体的対応、保健所への届け出、̀

鑑
別

診断、クオンテイフェロンの役割と限界、非結核性抗酸菌症、抗T N Fttα

薬投与との関係、その後の fo‖ ow upなどについて解説

鈴木 克洋  (国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)

5,新しい抗結核ワクチン

: 現在開発中の新しい抗結核ワクチンについて解説
`   岡田全司 (国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター)

6.新規抗結核薬の開発                   ,
新しい抗酸菌治療薬の開発状況を解説          :

3



土井 教生  (結核予防会結核研究所 )

●第 48回  日本呼吸器学会学術講演会   神戸 平成 20年
ICD講習会 (日 本結核病学会との共同企画)  受講者は 1, 000名

テーマ : 結核の最新事情

座長 :工藤 翔二 (日 本医科大学内科学講座呼吸器・感染・腫瘍内科部門)

「 岸 不蓋捕 (北海道社会保険病院呼吸器科 )

1.結核の現況と予防 (疫学 :国内、海外の状況、予防について)

倉島 篤行 (国立病院機構東京病院臨床研究部)

2.結核予防法の廃止と感染症法、の統合
:加

藤 誠也 (財団法人結核予防会結核研究所 )

3.結核感染の新 しい診断技術               '
原田 登之 (財団法人結核予防会結核研究所抗酸菌レフアレンスセンタ‐)

4.結核治療の実際

鈴木 克洋 (近畿中央胸部疾患センター感染症研究部 )

●第 49回  日本呼吸器学会学術講演会 東京  平成 21年
ICD講習会 (日 本結核病学会との共同企画)    受講者は580名

テーマ :成人院内肺炎診療の実際

～多剤耐性菌 (MRSA,MDRP,MDR― TB)を中心に～

座長 : 渡辺 彰 (東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門)

森下 .宗彦 (愛知医科大学メディカルクリニツク呼吸器内科)

1.成人院内肺炎ガイ ドライン改訂のポイン ト1

γ童症度区分は何を根拠にどのょうに改訂されたか ?

関 雅文 (長崎大学感染免疫学講座 (第二内科))

2.成人院内肺炎ガイ ドライン改訂のポイン ト2          :
ん抗菌薬選択の基準はどのようなものか ?

石田 直 (倉敷中央病院呼吸器内科 )

3.抗 MRSA薬 をどう使い分けるか ?′

松本 哲哉 (東京医科大学微生物学講座 )

4.MDRPが検出されたらどうするか ?

平潟 洋一 (東北大学感染制御 口検査診断学分野 )

5.多剤耐性結核の治療

豊田 恵美子 (国立病院機構東京病院呼吸器内科 )

●第50回  日本呼吸器学会学術講演会 京都 平成22年 4月

結核講習会  (日 本結核病学会との共同企画)

ICD講習会が独立したためt点数が取得できなくなった。

4



空席は目立たなかつたが会場が4ヽ さめだつたこともあり、受講者は激減し、
214名

テーマ : ■般病院において「結核対策」はどうするか?

座長 :森下 宗彦 (愛知医科大学病院メディカルクリ手ック、呼吸器内科)

佐々木 結花 (国立病院機構千葉東病院呼吸器科)

1・ 下般病院での結核の診断治療状況二保健所への届出等法的対応も含めて一
藤山 理世 (神戸市中央区保健福祉部)     '

1 2=結 核の診療二陰圧個室を持たない一般病院の立場から一  :    ■ ■
1  戸島 洋=(東京労災病院呼吸器内科)

3.結核の診療―陰圧個室を持つ一般病院の立場から一
:  て 新美 岳 (名古屋市立東部医療センター東市民病院 呼吸器内科)

4.結核の診療 ―結核専門病院からの要望を含めて二   ́        .
露口 =成 (国立病院機構近畿中央胸部疾患センター呼吸器科)

5.医療機関の結核予防対策   :
飯沼 1由嗣 (京都大学病院検査部 口感染制御部)

5



◎ 日本結核病学会の結核 口抗酸菌症教育のための活動

上記のように、結核口抗酸菌症に関する最新の知識を普及させるため日本呼吸器学
会との共同企画として呼吸器学会学術講演会時にプログラムを行つてきた,

結核の知識を広めるため、「結核症の基礎知識Jと題した医学生向けの論文
′
を発表

し、ホTムパージに掲載中であり、個人的に1事 ダウンロード可能としている。また、
これに準拠した教育用スライド集を全国の大学医学部を主として関係機関に配布す
ると共に、結核予防会出版部から発売した。(現在は絶版。改訂中)

★ 結核症の基礎知識 日本結核病学会教育委員会

「結核症の基礎知識」の改訂にあたって
日本結核病学会教育委員会は、1981年「結核症の基礎知識」を作成、次いで1988年
「基礎知識Jの改訂ならびに「結核教育用スライド集」の作成を行い、医学生に対す
る結核症の教育を目的として、関係各方面に提供してきた。  ・   |
現委員会は、結核症をめぐるこの間の学問的進歩と環境の変化に対応するため、本

宮雅吉前委員長のもとで開始された「基礎知識J、 「結核教育用スライド集」の改訂
作業をヲ|き継ぎ、委員外の協力も得て作業を進め、このたび完成をみたものである。
各位のご参考になれば幸いである。 :

:                     '平 成 9年 6月

一 目 次 ―
I.結核症の発生病理
1.結核菌

2.結核菌の感染と初感染原発巣             ―
3.結核免疫、ツベルクリジ・ アレルギー

4.結核症の発病と進展
5.結核病巣の形態学的治癒過程

Ⅱ.結核の診断

1.病歴 と症状    ,
2.ツベルク リン反応
3.結核菌検査

4.X線 診断                             |
5,内視鏡検査と生検
6.呼吸機能検査
7.鑑別診断

Ⅲ.結核の治療

1.化学療法

2.■外科療法

3.入院の適応    :
4.∵後遺症

5.結核死亡の現状



Ⅳ.全身の結核

1.肺門リンバ節結核

2.頸部リンパ節結核               ,
3.胸膜炎          :
4.結核性膿胸

5:気管 口気管支結核

6.粟粒結核

7.結核性髄膜炎

8=骨・関節結核         '         1
9.腎・膀眺 (尿路)結核    1
10.性器結核

11.腸結核                       :
112.そ の他の肺外結核

Vi HIV関連結核

1:合併頻度      :
2.発症

3.治療

.4.副作用

5.多剤耐性結核          「            'I _、
6.予防投薬

Ⅵ.結核の管理   :
1.結核蔓延状況の推移

2.結核対策

3.結核予防法

4.結核サニベイランス

付.:非結核性抗酸菌症

1.非結核性抗酸菌とは
[

2.わが国における非結核性抗酸菌症の現況 ´

3.非結核性抗酸菌の分離・同定

4.肺非結核性抗酸菌症の診断基準

5.非結核性抗酸菌症の病像    i
6.非結核性抗酸菌症の治療

日本結核病学会教育委員会

(出典 :結核.Vol.72,No.9:523-545,1997)
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★ 日本結核病学会は平成 20年度より lCD制度協議会に加盟 したので、平成 21
年フ月の総会時より毎年 ICD講習会を開催することとした。        .

結核病学会総会時に教育講演は以前より行われていたが、 1.CD講習会としたこと

で、資格に関するインセンティブが生まれ、1参加者が増加した。
以下にこれまでの ICD講習会のプログラムを示す。

●第84回  日本結核病学会総会  札幌  平成21年 7月   `
<ICD講習会>  受講者 219名
テニマ :新 しい結核感染診断法の課題と展望

座長: 阿彦忠之

鈴木公典    i l   .   1｀    ・

1.OFTの精度管理と感度向上に関する研究成果
2.免疫抑制者におけるOFTの適用と課題
3.接触者健診におけるOF丁 の適用の限界と今後の対策

●第 85回  日本結核病学会総会 京都 平成 22年
<ICD講習会>   受講者 371名
テーマ :結核の院内感染対策        :

座長 : 鈴木克洋

矢野邦夫

1.結核の院内感染事情
・

2.CDCガイ ドラインに沿うた結核の院内感染対策
3.結核の院内感染対策における QFTの 応用

4.結核の院内感染対策における保健所の役割

●第 86回 日本結核病学会総会 東京 予定プログラム

平成 2,3年 6月 2日・ 3日

<ICD講習会>
テーマ :免疫低下患者の結核の特徴と対策

―   一発病の早期診断と発病防止のために

座長: 重藤えり子   、

武内健一

1.種々の疾患、、状態における結核発病のリスク
2.免疫低下者における結核の特徴
3:免疫低下者のおける結核診断の問題点
4.免疫低下者における結核発病防止―LttBIの診断と治療



★ 日本結核病学会では平成22年度より結核・抗酸菌症認定医制を発足させた。
これに伴い、第86回総会より生涯教育セミナーを開始することになった。

第86回 日本結核病学会総会  平成23年 6、 月7日・3甲 予定プログラム

生涯教育セミナTl: 結核から見た日本
座長: 石川 信克 (結核予防会結核研究所)

1 長山 直弘 (国立病院機構東京病院)       i
生涯教育セミナー2:結核医療体制の整備 :医療法改正・結核医療の採算性 口病床集

約等: 
座長: 加藤 誠也 (結核予防会結核研究所)    .

稲垣 智― (墨田区保健所)     i
生涯教育セミナー3: 各疾患領域から見た結核の現状と問題点

座長 : 1工藤 翔二 (結核予防会複十字病院)

佐々木 結花 (国立病院機構千葉東病院)       
′

生涯教育セミナー4: MAC症の研究 "臨床の最前線         :
座長 : 4ヽサII 賢二 (国立病院機構東名古屋病院)

・  . 倉島 篤行 (結核予防会複十字病院)

生涯教育セミナニ5: 抗酸菌症に対する外科治療       ・

座長 : 大森=光 (日 本大学板橋病院)

未定

●さらに専門的な高いレベルの講習会は結核予防会が「結核予防会医学科ヨニス・

結核対策指導者育成コース」として行つているd

「新しい結核用語事典」と「結核診療ガイドライン」を南江堂より出版し、ァ般医
の知識の普及に供している。

日本結核病学会は呼吸器科医の結核・抗酸菌症に関する優秀な医師を養成すること

を目的として平成22年 5月 より結核口抗酸菌認定医→旨導医認定制度を発足させた。

初回の認定医 口指導医の認定は平成 24年 1月 になる予定である。

制度発足により、結核病学会を退会 していた医師の再入会や若い医師の新規入会を促

し、現在、会員数は約 200名 増加 した。

この制度を発展させるためには、この制度の社会的評価を高めることが必要である。
たとえば、結核審査会委員の選定、呼吸器専門病院の職員などの選任に当たうて認定
医・指導医の資格を求めるなどの当制度に対する社会的"行政的評価をいただくこと
が肝要であるg                               `



☆ 日本結核病学会 結核 口抗酸菌症認定医 目指導医認定制度規則

平成 22年 5月 19日 制定

●第 1章 総 則

第 1条         :
日本結核病学会 (以下本学会という)は、結核および非結核性抗酸菌症に対する適切

な医療を推進するため、また多剤耐性結核、超多剤耐性結核の抑止と結核撲滅をめざ
すために、結核二抗酸菌症の知識と抗結核薬の適正使用の経験に優れ、それを実践し、
また指導と教育を行える優秀な医師を養成することにより、結核 “抗酸菌症診療の向
上を図り、加えて耐性菌防止と医療資源の有効利用につとめ、人類の健康と福祉に医
療を通 じて貢献することを目的として本学会認定医・指導医認定+1度 を設ける。

第2条     `               1     1
前条の目的を達成するために、本学会は結核・抗酸菌症認定医および指導医を認定す
る。           

｀
 |           | ′

第 3条

本制度の運営のため、結核・抗酸菌症認定医 口ヽ指導医認定制度審議委員会 (以下審議
会という)を設ける。                 `          |

●第 2章 審議会

第 4条

審議会は第 1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し、認定医および指
導医の認定業務などを行う (施行細則 1参照)。

第 5条          /
審議会委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱するよ
審議会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事
長が委嘱する。

第 6条

審議会の委員の任期は 2年としi、 再任は妨げない。        .
第 7条

委員長は審議会を召集し、管掌し、本制度の円滑な運営を図る。

●第 3章 認定医 目指導医の応募資格
第 8条   ´

次の条件を全て満たす場合、応募できるものとする。
(1)認定医

1)本学会の会員であること。
2)医師歴が 2年以上の医師で、結核・抗酸菌症診療について研鑽を積もうとするも
θ)9

3)審議会が指定したセミナー等に参加し、所定単位50点を取得したもの (施行細則
3参照)。

(2)指導医
1)会員歴 :申請時まで継続して 5年以上も
2)認定医歴 2年以上 (但 し,経過措置として平成 24年迄は不要とする。)

3)次のいずれかを満たす者。
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① 結核・抗酸菌症10症例以上診療し、所属施設長が承認した者ぎ

② ICDの 資格を持ち結核院内感染対策に従事し、所属施設長が承認した者。

③ 保健所勤務歴3年以上の者:

4)「結核」等の学術誌に、結核口抗酸菌症に関する論文 (原著・総説 F症例報告等)、

または日本結核病学会 (総会 口支部会)における発表を3篇 (題)以上。 (う ち 1篇

(題)は筆頭著者 (演者)と する。)         .

5)審議会が指定したセミナー等に参加し、所定単位80点を取得したもの (施行細
則 3参照)。

●第 4章 :認定申請の要項          ′
.

第 9条                |            、

認定を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。′

i(1)認定摩
¬ 1申請書       |   ′

2.医師免許証のコピー

3.申請料 (施行細則 2参照)

4.規定の単位取得証明書 (施行細則 3参照)         i      l
(2)i指導医

11上記 lγ 4の書類     `_
2.次のいずれかの書類      :
① 抗酸菌症 10症例以上を診療したことを証明する「診療実績証明書」。

② ICD認定証のコピーおよび「結核院内感染対策従事証明書」。

③ 3年以上の保健所勤務歴を証明できる書類。
3.結核・抗酸菌症に関する論文または抄録 (コ ピす可).          1
第 10条            _
認定申請の期限は毎年9月 末日とし、審議会は毎年 1回 申請書類により審査を行い認

定する。

第 11条 |         :
本学会は認定された者に対し認定証を交付し、学会誌とホームページに名簿を掲載す

るヽ。                   .      .
第 12条

認定期間は 5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医・指導医を

呼称す′ることは出来ない。
.                  |

●第 5章 認定医 =指導医の資格の更新  |
第 13条            :
審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件 (施行細貝14参
照)を充たした者について、認定更新申請書類の審査を行い:審議会で審査のうえ、

資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホニムページに更新者名簿を掲載

する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。

なお、更新申請の期日は毎年9月 末日とする。
1.認定資格更新申請書 (該当者には本学会から送付)

2.単位取得確認書類 (施行細則 5参照)

31更新料 (施行細則 7参照)



●第 6章 認定医 目指導医の資格の喪失
第 14条         :           i l
次の事由によりtその資格を喪失する。
1.正 当な理由を付して、資格を辞退したとき。        ...
2.本学会会員の資格を喪失した時。
3.申請書類に虚偽が認められた時。
4.所定の期限までに認定更新を申請しなかった時。
5:認定医・指導医としてふさわしくない行為のあった者。      |

●第 7章 本制度の運営
第 15条              ,
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定め
る。                                  ‐

●第 8章 規則および細則の施行、改廃
第 16条                          |
この規則および細則の改廃は審議会の議を経て、本学会理事会で決定する。
第 17条

この規則1は平成 22年 5月 19日 から施行する。

☆結核 口抗酸菌症認定医 目指導医認定制度施行細則

平成 22年 5月 19日 制定

●細則 1 審議会の業務

認定および更新のための審査以外に、認定医口指導医の教育に必要な年間教育プログ
ラム計画の作成とそれに基づいた教科書の作製および改訂を行ぃ、系統的な結核・抗
酸菌症に関する生涯教育セミナTを開催し、さらに学術集会のなかから生涯教育プロ
グラムに合致した内容のものをセミナーに指定する。     ‐

●細則2 申請料および認定料
申請者は申請料 (10,000円 )を、認定を受けた者は認定料 (10,000円 )を指定の・・ロ

銀行口座に振込みのうえ、振込用紙のコピーを申請書に貼付する。振込手数料は申請
者負担。

名義 :日本結核病学会
・・・銀行 日座番号
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●細則3 認定の要件
`

審議会が指定した生涯教育セ.ミ ナー等に参加して所定単位 (認定医50点、指導医 80

点)を取得した者。但しt経過措置として平成 24年迄は会員歴 10年以上の者は30

点を付加するものとする61               1

単位取得の対象となる項目 単位数

(1)結核 L抗酸菌症生涯教育セミナー出席者
(2)結核予防会医学科ヨ上ス :結核対策指導者育成コース受講

歴   :. ｀  :     :
①指導者蓑成研修コース (1,日 間)

②医師臨床研修コTス (3日 間)

③アドバシスコTス (8日 間)

④医師5日 間研修コ■不 (5日 間)、
⑤胸部X線読影コース (3日間)

(3)審議会が指定する結核・抗酸菌症に関連したプログラム

(日 本呼吸器学会総会 等)        '
(4)本学会の主催する学術集会 (総会)出席者
(5)本学会の主催する学術集会 (支部学会)出席者

※上記 (1)または (2)①～④のいずれかを必須項目とする。
※「本学会の主催する学術集会」は過去5年間に開催されたもの
が該当する:                       :
☆上記 :(1)お よび (3)の講師も単位取得できるものとする。
☆なお結核 “抗酸菌症生涯教育セミナニは本学会員以外も参加できることとし、参加

者には修了証を発行する。

●細則4 認定更新の要件 ´

認定医 “指導医は、認定を受けてから5年後、以下を満たしている場合、資格の更新
を申請することができる。

(1)認定された後も引き続き本学会の会員であること。
(2)認定を受けてから5年間、結核および非結核性抗酸菌症に対する適切な医療に
貢献するとともに、審議会が指定した生涯教育セミナー等に参加し、所定単位 (認定
医 50点、指導医30点 )を取得した者さ   i         ‐

単位取得の対象となる項目 単位数

０

０

０

０

５

０

８

４

５

４

２

２

20

5

(1)結核 口抗酸菌症生涯教育セミナー出席者

(2)結核予防会医学科コース ロ結核対策指導者育成コース受講

歴         :
i 

①指導者養成研修コース (15日 間)     i
l ②医師臨床研修コース (3日 間)

③アドバンスコース (8日 間)

④医師5日 間研修コニス (5日 間)     :
⑤胸部X線読影¬―ス (3日間)    :

(3)審議会が指定する結核「抗酸菌症に関連 したプログラム

30

０

０

０

０

５

０

８

４

５

４

２

２
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(日 本呼吸器学会総会 等 )

(4)本学会の主催する学術集会 (総会)出席者

(5)本学会の主催する学術集会 (支部学会)出席者   |
(6)「結核」誌掲載論文の筆頭著者

(7)「結核」誌掲載論文の共著者

(0)本学会の羊催する学術集会 ,(総会 口支部会等)での発表演

題の演者

(9)本学会の主催する学術集会 (総会・支部会等)での発表演

題の共同発表者               ,
※上記 (1)ま たは (2)①～④のいずれかを必須項目とする。
※これらは過去5年間に開催あるいは発表されたものが該当す   1
る。       i

(3)認定期間中に海外留学した場合は、留学期間相当分の認定期間の延長をするこ
とができる (書式 9)。

●細則 5 単位取得確認書類
(1)所定の用紙に貼付したセミナー・学術集会に参加したことを証明する書類

結核・抗酸菌症生涯教育セミナーに参加したことを証明する書類として、参加証のコ
ピーを所定用紙 (書式 2)に t審議会が指定する結核・抗酸菌症に関連したブログラ
ムに参加したことを証明する書類としてt参加証のコピニを所定用紙 (書式 3)に貼 ,

付するp結核予防会医学科コース、結核対策指導者養成研修コース受講修了書のコピ
ーを所定用紙 (書式4)に貼付する。また、本学会が主催する総会、支部学会への参
加証のコピTを所定の用紙 (書式 5)に貼付する。

書類提出先 :

〒204-8533 東京都文京区本郷4-8-9  日本結核病学会事務局     1
結核 “抗酸菌症診療医・指導医認定制度審議委員会 宛

●細則 6 名誉会員、功労会員に関して

本学会名誉会員および功労会員において、指導医応募資格 3)に関しては、所属施設
長に代わって理事長が承認することができる。

●細則 7 更新料

更新料 (20,000円 )を指定の コロ・銀行日座に振込のうえ、振込用,紙のコピーを申請
書に貼付する。振込手数料は申請者負担。

名義 :日 本結核病学会
・ 口・銀行 口座番号

０

５

０

５

２

　

　

　

１
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永井参考人提出資料

日本 感染症学会 に よる結 核 に関 す る情報提供

、  第 53回 日本感染症学会中日本ltL方 会学術集会

会期 :2010年 11月 12日 (金 )～ 13日 (土 )

会場 :京都 リサーチパーク

教育講演 2:結核菌脂質を標的とした新 しい免疫応答  :
シンポジウム :Emerging lhfectious Diseases

第 84回 日本感染症学会総会学術講演会‐

会期 :2010年 4月 5日 (月 )～ 6日 (火 )

会場 :国 立京都国際会館    :
教育講演 13:結核の診断におけるクオンティフ三ロン検査の有用性

第 58回 日本感染症学会東日本地方会学術集会/第 56.回 日本化学療法学会東

日本支部総会 合同学会

会期 :2009年 10月 30日 (金 )～ 31日 (土 ) 1   .
, 会場 :東京 ドームホテル

ベーシックレクチヤー :今、注目されている感染症     l

_第 82回 日本感染症学会総会学術講演会              ::
会期 :2008年 4月 17日 (木 )～ 18日 (金 )

会場 :島根県民会館 他

招請講演 1:結核免疫の昨日―今日―明日i

第 50回 日本感染症学会中日本地方会学術集会/第 55回 日本化学療法学会西  :
日本支部総会 同時期開催    t
会期 12007年 10月 29日

｀
(月 )～ 31日 (水 )

会場 :ホ テルオークラ神戸

教育講演 6:結核診断法の実際

第 81回 日本感染症学会総会学術講演会

会期 」2007年 4月 10日 (火 )～ 11日 (水 )

会場 :国立京都国際会館

ワークシ ョップ 27:結核接触者健診               :

第 79回 日本感染症学会総会学術講演会

会期 :2005年 4月 14日 (木 )ん 15日 (金 )

会場 :名 古屋国際会議場

教育講演 2:新 しい結核対策
:
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教育講演:2

‖HO分子によるタンノ

'ク

質 (ペプチド):抗原提示:

|ま、近代免疫学が確立した中心的ノヽラダイムのひ

と.うであるo感染症を制御するワクチシ印葬|こ●

ぃては1.病原体が産/■するグi・/六ク質を亭中|し

た九疫応答をいかに高める.かという|どにその

主眼が置かれてきた。しかしな力まら、病原体が産

生し獲得免疫の標的と攘る分子は、タンパ′質だ

けだろうか:病原体には固有の脂質が存在する|

.そ
れらを標的にした免疫応答を有起できれ!ニ タ

ンパク質に対する多療応答と相未的に機能し、よ

り効率的な昼染防御の手段とをるこ:とが,考えら

れる。    、

最近、脂質抗原をT細胞に提示する新しい免疫:

ジネテムの存在が明らかとなってきた。●トグル

ァプ lCD1//JN子 (CDla、 の lЪ 、CDll)1樹林細胞

や活性イヒマクロラ′―ジに発,し、病原体由来の

脂質抗原を結合して
'細

胞に抗原提示する。これ

らの T細胞は主 と してキラ■T綱月2であ り、ヽTHl

タイプのサィトカインであるインタ~フエコン

=を産生することから、ウイルスや紬胞内寄生細

歯の1中に重要でお|る ことが準察されている。=

｀ 結核菌は代表的な細胞内奇生細声であり、BCe

ワクチンや折生剤の開発が進展した今日におい

ても体然として,人類にとう.そ:脅成の病原体であ

る。■COフ クチンによる免疫誘導効果|は、ツベル

タリン反応すなわち鷺姉 が産年する分泌タン
.

パク質に対するT・細胞応答(遅延型アンルギT応

答)を指標にい定されるがtツベルクリン陽性反

応が厨 :し も防御免疫の成立を意味:しないこと

1,周力の事実である。また多くの抗結核タンパク

費

'ク

チンの開発が進められているが、いまたに

実用イとにはいたち:てぃなぃ。このような謝 ||、

社会的1背景から、「称たち:は結核菌脂質を標的とし

結核歯脂質を標的.と した新しい免凍応答‐その基礎と臨木及開―

京都大学ウイルス研究所細胞制御研究分野 杉田昌彦

たCDl体存的免疫応答の実態を解嗅し、その医学

的有用性を検証する研究を展D旱 してきた|

結核歯などの抗酸菌|ま疎水性iの脂質に富む細

胞壁を有する'点
、他の細菌と大きく,異なる。この

′F胞壁le離業は、酸処理に対する抵抗性 (抗幹

性)を賦与するだけで1な く、歯の生存やビルィン

スにも深く由与して|いる。このよ

'な

菌にエッセ

ンシヤルな1旨質分子を標的にし:た免疫応1答は、フ

率的な感染F/t御の観点から重要でわる9実暉ハ早

ノ`='大学の研究|グループは、結核菌よ1り 抽出レ

た総脂質をモルモジトに前投与する.こ とにより、́

1病原性結核菌に対する抵抗性が賦与できること

を明らかにした。このことは、結核菌1旨質に対す

る■細胞応答が結核|力御の重要な手段となるこ

とを示すとともに、月旨質という新しい化学クラス

の抗結核フクチジ開発の可能性を示唆している。

私たちは最近、病原性結核菌が宿主体内に侵八

し、増殖を始めるときに初めて産生される新しい

脂質を同定し:た。この脂質l■ ■11タイプのサイト

:力″ンを優社に産生し、遅延型アレルギーヽ 答を

惹起する。,さiらにこ1脂質|を特異的に認識する

c01押木性な細l包は、結核菌感染細担を捧知1/て

リト除することができる。したがって、この脂質に

対する免疫応答は、結核歯感染の成立とそ′τに対

する防御応答の鋭敏な指標となり、年核の診断や

防御免疫め判定に有用であるだけでなiく 、フクチ

シ開発の可能lylを も示唆すぅ。 .

本講演~C・ は、最新の知見をもとに、新たな結核

免疫の岬 めたい。

■・ 24-
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シイポジウI LnlⅢ蛇IユやCtiolゞ う綺
`“

、

‐     多剤llf性結核       :
国:立病院機構近畿申央胸部疾患センケー :臨床研究ゼンタ‐ 感染症研究部 諄自‐成

結核は現在では多くが治癒:し ぅる疾患となうてぃる。それは化学療法め確立、中1でもインニデ
ジドαNOと リフアンピシン (即F)によるところが大きい。抗結核イビ勃 法の積的は、,初期
には体内の菌量を減らして病状を改善:し他人今の感染性.をtif失 させることにあるが、後期に1ま潜
伏期にぁる菌を殺百し将来の再発を防ぐことが■となる。この後期の1目 的のために有効なのが

興Hと 却
"で

ある。このためRTHと RFPが使用できないと完治が困難となり、これがこの両剤
曰耐性である結核を多剤耐性結核 (NIDRfTB)と 呼ぶゆえんでぁる||

結核歯Iの薬斉1耐性は、突然変異による自然耐性菌が、選択されて増殖することにより生じる.J

耐lRiL菌発生1周蠍キ、IN自 で 106に 1個、RFPで 108に 1個程度とされている。結核患者の体内に

存在する結核dl‐はiolか らlol程度なので、多剤併用療法を行えば有効な治療となるが単剤治療

を行うと耐性菌が増殖してしまう。耐性結核は不適t」Jな治療により生じるMal■ndё o,いSOなの

である:                         
｀ ′

世界的には、200S年で全結核患者の3`%が多剤耐性結核であると推定されており、HIV感染=

の拡大とをもに問題となっている。ゎが国で11、 2002年での未治療例の0.'な 既治療例の9・8%
が多剤耐性であり、少なくとも増力「傾向はみられていなぃ.

多却l耐性結核は:通常の結核に比梢 療成績は不良であり概ね50_850/・程度の治療鋤 率:と 報告

されている。特に、NHと,証 にカロえ、ニューキノ■ン剤や注射剤にも耐性を示す超多剤耐性

結核 (XDRT3)ではきわめて予後は不良である.多剤耐性結核の治療にあたらては、可能な限|

り
'多

業の薬剤を債轟し手術t:考だながら強力な治療を行うことが重要である。

本シンポジウムでは、早期に適切な治療を行い隔自[を行うための耐性遺伝子を用いた迅速業剤|

感受性検査、議たな抗結核薬の展望を含めた多剤耐性結核の治療、多剤耐性結核の病原性
=慢

性

長期排首轟者の対応など、最近のトビッ‐クを含めて多剤耐性結核の現状につき概説する。

17
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教育講演 13

ッベルタ
11,ン

反応 (ッ反)は,結核菌分泌タンパ:ク

に対する遅延型アンルギー反応の強:きから結核感染の

1有無を推定する検査法であるた 熱心1こ BCGを 接種

してきたわが回ではその有用性に限界があった.用い

る抗原の大部分がBCGにも存在するためである.タ

オンテイフェロンTB-2C(Q「Dの開発により:本
邦でも結核感染が比較

"正

確に判定可能となった.

Q'Tほ遺伝子工学的手法で作成されたIcGにはなく

市核苗には存在する二っのタンパク抗原を用いている

点が革新的である.試験管内の検査のため副作用もな

く判定のための再来院も不要.抹消血から採取したリ
ンパ球を試験管内で刺激し=分,4さ ォしたインターフエ

ロィγを定量する事で判定する1結核感染の有無'を 直

接判:定する方法は現在も開発されていない_ ゴールド

不タンダードがない状況で,QFTの有用性を検討す

る必要がある=Alolを 中心とする我々も含む全|ヨ 19

な研究グル‐プは,陽性コントロールとして結核菌が

措養されたmi持核確定患者を,陰性ゴントロールとし

て看設学校 1,年生のボランテイァを用いて,QFTめ
感染:診 断1〔 お1ナ る着用性を検討した:ッ 反の感度

92%〕 特果度17%,QFTの 感度89‰ 特異度98%

という結果が得られている.QFTの感度はツ反と遜

色なく,,特異度は圧倒1ケに優れている,我 |々ま 当セン`

ター職員約 260名 にッ反之 QFT検査を行い,結核感

染診断における両検査の有用性を比較した。QFTが
1年代とともに陽性率が上昇するのに対して:ツ反応強

陽性I主 30代をビークに
・ 強反応は40代をピ■クにむ

:しろ1氏下傾向を示した.結核治療・化学予防圧の若無

と両検査の請果を比較すると。QFT'陽性率は治癌・

化学予1方歴のある者で有意に高いのに対して1ッ反強

結核の
―
診断におけるクオ:ンテイフエロン検査の有用性

N凧0近畿中央胸部疾患センタ‐臨床TJl先センター

鈴木 鬼洋

陽性 `強反応率には有意差がない.以上の結果は,少

なく1と も当院段員の結機 の有無の判定では, ツ屎
よ:り QIむ の方が優れている事を示している.QFT
の肺結核発病診断における有用性を当センターでの今

キでの成績から概観し1て みる.村養陽性結核患者の

QFT陽性率は約 70%,判定保留も陽1生 に入れて 92%

となるIま た培養陰性の結核では,半l定保rinpを含めて

もたかだか
"%の

陽性率であらた.したがって発病

診lifに おける感度はせぃぜい7併30%と 思われる;発

病診断におけるQFTの特異度が感染診断に比べてか

なり低いであろう事は概念的にも理解さ:れる.結核感

染 `未発病者が,肺がんなどの他疾患を合併する危険

性のためである.肺に陰影がありQ叩 が陽性であ|

た場合,肺結核の診lifで誤診する危険1生は,健常者の

結核感染率によって異なってくる.2005年における

推定結核盛染率は201歳で 1.4%,30歳で3.3%,40歳

で67%`と 報告されている.こ の1に定値が正しいとす

ると、40歳未満で肺に結核らしい陰影がありかつ

QFT陽性であれば,肺結核以外の病気を誤診する危

険性は5%未満となり,臨床的な半1断としては罰溶範

囲となる。真に知り
.た

い情報は,健常者の各年齢にお

けるQFT陽性率である:森らは40代 で31%i50代
で50%`60代 で9.8'6の /1a常 者Qrr陽性率を報告

している.こ の数字から判llJfすると,60熊未満であ

ればQ●Tを結核の発病診断に使用しても大きな:間 違

いはない
'と 考えられる.しかしQFTの みで診断する

のではなくす.レ ントダン写真や∝ などでの,・ 肺結核

を■、く示唆する画像所兄の存在が前提である点を決し

て忘れてはならない1    ‐      ~

18



結核の診断と治療における最新の進歩

水井 人リ
国立病院機構東薪 院呼嚇 科

【新しい結核感染診断法〕                     イ          :
従来(需核感染の影断はッベノンクリン反応 (ツ反)によ1う て行ゎれきたちこ1の 方法はBCG沐桜種者におい:

て
:ょ
感度、管異度ともに高く基本的に1ま優れた方法である。し、かし、BCr」接種者においでは、ツ反は で

も過去のBcC接揮によるものか、,最近受けた結核感染によるものかが区月1できないという大きな問1題 力`

ある。BCG接種に積極的に取り組んできた.わ が国では、結核感染の有無1を ツ反で半J定するのはしばしぼ困

難を極める,そ こにBCC撃書の影響を受けない新:し しヽ結核診断法が開発された。特異的丼界刺数に対す
るリンフ`球のインターフェロンγ lFN予 )産生能を測定することにようて結核感染の診断を行う方:法で|あ

りおRAs(1lterFer。 |=CanⅢn Reiease As鉾ぃ)と
`呼

ばれそitる b現在、ゎが国で承認されているICRAlよ

QuantiFERON° ■B第 2世代 (以下Q町20:で あiる。その他に、新しぃIGRAと して、QuanjFEROヾ
°

.1｀B第 3世代と欧米そ用いられているTsPoT'ITBがぁる。QFT2Gは、結核斎出来の特異抗原plJy

secI‐eted antigenic target s(E3颯 -6)と Qulture iltrate prOtein 10(C「 P-10)の刺激による末梢血リンパ
球のIFヽ γ産生能を漁l定する検査法でヽ 結核感染め診1断有用性は高い。Qr12Gの結核感染の診断における:

書度は890/O、 特異摩198110/0で ある。QF■2Gは BCG接種の影響tを
:受けないため,壕触者検診、医療関係

者の結核管理、績レの補助診断などにツ反卜代ゎって用いられている。       `
I結核の標準治療法の見直し】

2009年 2月 1白 ょり、結核の初回標準治療法が改訂された。大きく変わつた点は、標準治療法の維持期が3

1剤からINH:RFPの 2剤となった点と、間欠療瀞 初めて提示さオした点であるも

1.初回化学療法                                .
(Al;初期2ヵ 月間はPZAを力ΠえたiNH・ RFP oSM(ま たはEB)の4剤仔用、その後 INIH I RFPの 2済1併用4ヵ

月間1の合計6ヵ 月間。

lB):INH:斑マP・ SM(ま たはЁB)の 3剤 ljI・用2カ 月間、その後INH I RFPめ 2斉I併興7カ月間、合計9カ 月:FH3.

結核菫がINH、 RFpに感受性である'場合ミEBま たい 1を 3カ 月自川降の維持期に使加する意識は少なく.

この両剤の長期使用により轟J作用のリスクが高まるこどが`指摘されているo               l
2間久療法

PZAを加えた標準治療ふ)法を開始し、結核苗がINtt RFPの ill剤に感受性であり、両剤の副作用がなく

維続投与が可能な例:を 対象とずる。標準治療法 (詢 法を2ケ 月間施行後、INHと 斑
'Pの

2剤を4.ケ 月間週2回t

ま|:は週3回
1臓
用する。間欠期FF17は 原則として直接服菜確認治1療 (DOTl樹予う必要があるがt逆に:DOTlを 行

うためには間欠療法が認め:ら れたという意義は大きい。                  `  :

昨箱核薬の開発】

近:年、多数の槙酸首癬 業が開発され,おり1、,世界レ:ベルでは2009年71現在、ぃo、inふadnの i晴抹
試 験カミphase lと 最 も進● して い る。 そ,の ■tゴtFOihidazoっ yran(PA‐ 824】 、 11「。inidaz。 -OxSazOle

10PC167683)、 di■ャlquinoline CMC207)な どの新葉|が有力な候補として.あ げられている.こイtら の

新薬はその読歯力により、治療期間の短縮、多罰面1性需核菌の治療など7J｀可能になると期待されて■ヽるo

oPC「0768oは 現在わが国を含んだ数ヵ国で、多剤耐性結核菌に政寸しての臨床試験が行わオしている。

ハ
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招請講演 1

結核免疫の昨ロニ今日一明日

大阪府立呼吸寿 ,ァ レルギ=医療センター名誉院長

露口 泉夫

:結核は人類最古の感染症である.セ トに感染した場
合,そのまま発病にまで進むのⅢ50/.でありで■茨緒
核).残 りの95%でl赫核菌は生iEにわ4り persister

2.して宿主体 F・Jに dolnlant冬 眠状態で残存する.高
:

齢化やiLI尿病,HiV感染など集疫熊が低下した際に,

この冬lR菌がtrl性化し (内国性再燃)発病する (二次

結核ゝ 成入結核の大部分はこの形で発病する力、既

感染れ ,生涯を通じて発病するのはせいぜい10%で

ある.現在,世界の人日の三分の●が結核既感染者で

`あ

り,結核歯はヒトとのかかわりのきわめて大きい病

:原微生l12と いえよう

1882年 に結務菌を発見:したコツホは,予防ワクチ

ンにより結核い速やかに征][さltる ことを確信した,,

ところ|力
S今 日,唯可実用化されてぃるBCGワ タチン

.

:で
さえ,成人結核の発病阻ll_に は効果がないとさオlる 1

-旦結核から回復した個体にあっても縦 免疫は期待

できない.ツベルクリン反応が陽性であることは防御

魚痺付与の証左であるとともに=潜在感染の存在をも

示唆している
1・

分裂増殖が他の細菌に比べて遅い結核苗は感染iした

ヒ 本ヽTA3で細胞lAJ寄生を余戯なくされる.剤胞内殺菌

からi免れるためヽこその表層l:糖り脂質に富|1強固

`細

胞,

生で墳われている・この綱胞■11成成分は自ら強い

Thlサ イトカイン
l‐S‐導能を有し,本来,一感染症に

すぎない結核の病態を檀めて篠雛にしている_

ヒト宿生は結核菌感染にいしてTlil指向性の細1胞

1犠疫を発動して防御的に働くが,この細胞性ヵ疫反

応が道剰に起こり,本来苗を閾し込めるべく形成され
'た烏核結節から空洞形成へと,Lみ .こ こに騨ミが成立

する11こ の過剰反応 (違延型ブレルギ■)を もたらす

のが上述の菌付 1胞撃の生成分である構脂質である.

この場合チどこまでが細胞1生免疲であり,,どこからが

遅延型ア|レ,レキ‐であるた 生体はそれを区″Jするこ
|とな

`一

連の反応を起こしてぃるだけであるう。結核

空洞がこの建延型テレルギ‐によることを(は じめて

ッサギで実証したのが故t山村雄-1専‐士であつた

‰ あ捌にみられ,引藷く着楢■真1,

なT興 反応の話事に:関係す/・ のは「初期免疫l illiate

iふ流un託立Jと呼ばれ,TLR〔ol like leCeptor)を 介

する分子遺伝学的メカニズムが審良静男博士らにょっ

て解明さ
't,感

以:免疫学に大きなインパタトを与えた」

そオoまでにl■ しかし,結核薇体の生物学的活性にlyt4す

る数多のJ也道なrJl究がその睡史的背景にあつ=た
=

結核菌体ll■来,免疲賦活斉l,アジiバントとして

知ら:れてきた。結核百の病原性物質として加肇充彦ら

が提唱したcordifictorの 本体はttehalosじ ―dln37co‐

htei TDMで あり,強いTNFつ 等のThlサイトカ

イン誘導能を若することlユ `矢野椰也轟±により詳細

に解析された.また,抗酸菌体DNAに もIN■′a,

誘導能があることが,:徳永徹,口い二郎両博士により

明らかにされた.一方:その反応する細胞に関しては,

野本亀久雄博士によるprillli市 e T cdlrespoi¨ :諭が

提唱きれ̀ 一方̀ 筆者らは,精核未感染の末梢lllリ ン

バ球|を TDⅣIで刺激すると,抗原非特異的ないT細

胞が増殖 :i舌性化するここを見出した.

感染症の根絶はすぐれたワ:タチンの開発tFかかって

VIヽ る.結核にあつて,それは感染防共か,そ,tと も
鷺 、

病llll上 を目指すべきか,潜■感染′宿主体内で?冬 R民
i

状態とは何か」和胞性免療と遅延型・アレルギ■の関係

とそれに大きで関ゎっている菌体成分の特徴,これら

をよく理解するところから=将来の結核防御方法が見

えてくるであろう.免疫学的方法で,i内因性再燃」を

起こすことなく)港在感染め状態で宿主な天寿を全う

し得る方策は見出せないか,いわゆる結核にお
:ける治

:嘉ヮクチンである.マゥスで0ないと卜の滝核症の嬌
減にあって:BCGを 凌駕するツクティの開発には大
いな:る発想の転換が必要かもしれない。
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教育講演 6

結核診断法の実際

'      奈良県立医科大学附属病院感懸 _セ ィイ
ー i絆匹i l世        |

、
1?力 =LI■

の結核罹鮮 は2oo5年が222%|であり、世界的にみると依然とは 結核中翼延国に位素 =け

らrltてぃる。そのため、日常診療において結核息者を診る機会があり、臨床医が的確な診断法を知らて

おくことは結核感染の拡大を防ぐ意味がら:も 重要である。本書漱では、結核症の約80%を 占める肺結

核症0診断がどのように行なわれているかについて解説するo               ´

1)】1,結核症を疑ぅ   :   ・

どんな疾患でもそうであるように、姉結核症も何かをきっかけとして疑いをもつことから診日Fは始ま

る,黎 が々経験した排苗夕性で|あ つたlll晴核患者104名 の受診時症状1ま 咳嗽が最も:多 く、約65%に認

められている|「長引く咳iは

Ⅲ核を疑え」という従来がらの訓|えは徒在である。世に略痰、発熱、俸怠
感‐薇 桟少などの症状があるが、いずれも肺結核症■特異的なものではなぃので、こうした症状の時

に頭め片隅に肺結核症を思||〕浮かべる
,こ

とが重要である。   ・

2)鷹績帥 胸ヨ1画像所昇:  _   1      .         . :
籍核の病理変化に,滲血性病変、繁殖性病変t'鬱飢り読こ

′
硬花性病:変があるため、それを反映する

肺結核症の画像「Jf見 lま多彩となるも

'匈

部画像所見として、小葉中心性陰影、1禄 iI・l影、:斑状影、1結飾影、

空洞影などが単独または混在1し.て みiら'れ.る 1典型例では、胸音1単純X稼写真だけでも容易に:診断をつ

けることができる。しかし、フト共型例ヽ.1ギ癌などの他戻忠との鑑別や活動性め判定が必要な時には胸部

CTがより多くの情報を提供してくれる。   r       _
め 莉歯学

"な

診断 ・
籠核症の確定診断は結核苗を証明することである■検体け:1多 くの場合喀痰であるパ:驀■が困難な

場合には胃液や.気省支鏡検体を用いる。抗酸菌を検出するうえで翼も簡使で瀑込な塗抹検蚕をまず実施
する。この際に重要なことは、真質な略痰`を採敢することと略疲を埼一化するための前処置である。次
に培姜を4/rな うが 碁ヽ地には固形帯地と液体培地力落 在し、それぞれの特徴を把握しておく必要がある。

培養が陽1/1であれば、同定検査が必要と:な る。現在で|ま、結核菌辞の特異的な再呻 蛋白oFB60
を機ll■する方法と造Ⅲ手,奪法が結核着同走検をのil_流 となうている。     

‐  ~

路 階           ,     ′

111i[:lil:[i:重
露葵重驚申科|

2o91年 lσ1 1車 奈良県立医科大学感染症センタ‐請BI_
20o6年 4月 1日 同助教授   ´
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ワークショップ27結核接触者健診

W27‐1 接触者検診にお1けるQlahtin]RoN TB-2Cの 有用性の検討J

東邦大学呼吸器内科lI束邦夫学医療センタニ
感染春理重|:東邦夫孝微41ガ ,感葉症学請ビ

木村 二博ni佐野  目1り ,ォ多野 圭史り.磯部 和肥l  .
吉澤 売デ .ヽ古谷 信彦う=松尾 和P,村上目奈子ヽ
,    山口 恵三め,本間  栄D

:背景と目的】当院は21時間体市1で輩急森者に対応し
てお

'1緊

急入貯昼者には,肺結核患者ゃ=:基礎来息
を有する町警核合夕

'患

者が含まれる可能性が高く
:な

り′過却 年間に13fIの接触者検診を実施する必要
が生した1当院では

,‐ 接触者検診時にツベルクリン反
応 (ツ 反)を実施してきたが,20o6年 3月 ょりQuan_
tiFERON TB-2ё (QFつ を導入しためで,職員の接

触者検診時|こ おけるQ「Fの右用性を検討した.I対

象と方法】接触者検診時にQ「Fを実施した108人の

職員を対象1と した。初回キ」定が陽性,疑陽性のもの1ご

対しては 』旬部CT検査で結核病巣が存在しないこと
をlricマ し2ヶ 月後に再検:し た.【結果】男性38人,女
性70人 1平均年齢は31302～57'歳.職種は,医
師53人 ,看護師47人 ,その他 8,人 .検査結果は,場
性者4え 疑陽性者7人。陰17■ 者 96人 ,判定不能者

当院噺 生児・産婦人科病派 tJJ務する着設獅力1肺結
核を発症した。1昨時の 気ヽ 委員会を組織して以下の接

11者検論を実施した,I発増者1平成18年・4月から1咳

,嗽を自党し章時の耳鼻咽喉料でヵ口療を受けていた.動

方申はサージカルマスクを着用していた,8月初旬に

気管支結核を合併1したllt希核症と診断された (抗酸苗
葦光法塗抹3+).I対策】4月 から8月 までヤ1同病棟
に入院した患者は467人でぁった.この中から「 リス
グが最も高いと考ぇられた新生児と(lo歳以下の小児
(お具舞いを合む),新生児っ母親,特き1添い及び病隷
職具を検診の対象とした,新生児とi5歳未満の小児に
1ま シ反 (BCG既接種者の半1定は日本結核病学会予防

W27-2 新生児`産婦人科病棟職員に発症した肺結核に対する接触者検診 r

曝仁会武田論合病院総合診用 "J医仁会武田総合病院呼吸幕智 ,独立行取法人国ユ病院機構市景都病院蔽吸器科
'I｀

■独立行政法人日立病院機構市京都病院小児料̀

大野 仁嗣
',池

上裕美子″:池田
′
‐~I目笙ヽ池III 対1史0,1

佐藤 教ガ),倉澤 卓也ツキ宮野前 僣)

が1人であり,陽性者,疑陽性義 判定不能者に2ヶ

月後に再検すると,陽性者1人,疑場嘩 ‐1:人が陰性
と1な った.各群の平均年輸は,陽性者46.01歳,馨陽
性者3颯競:陰1生者え6蔵と午齢とN町値との間
に正の力甲がみられた。ЁSA～6/CFP 10に対する

INご■ ,平均fLtiは,陽性者で 0.2611u/m1/2.949tiU/nll

ど乖帯「がみられ,I馨陽性者では01351U/1n1/0,事OIU
/mlであった.薔先後の陽性,疑陽性者9人中4人が
予防中月にモ1開始し,,人は慎重に経過観察中である.

賭察】QFTは
'反

と比べ簡使でぁり,検査結果も定

量的であることは有用である.しかし,陽性者には2

種類の特異抗京によるINF■宿に乖離がみら11る こ
とが多く=に結果は年齢因子も加味したうえて慎重
に取り171う 必要がある.     :     ―

委員:会の基準による),裁以上の小川,成人.教員
には QuandΠ〕R9N(QFT)(カ ットオ ラ値

:Q35'lU/

ml)に よる感染診断を実施した,新生児・小児には1

結学感染が否定されるまでlNEIt予防棟与した11結
果】=沐検診'(3月:):新生児ツ反陽性10/10o人,小
児ツ反陽性1/33人 (腸性者はBcC既接種`Q革

｀
陰

:性),小児QFT陽性o/29人 ,成 本QF↑ 陽1■ 6/150

人,職貝QI確 陽性4/6'人,二秋検診 (10ハ :.新

生児ツ反瞬性o/61本,/1N児ツ反陽性1/20人 (場性者
1ま BCG既接種,QFT躊り ,本埠QFT賜■0/6人

,

成人QFT陽 性 1/67ム ,I職員Q南:陽
性 2/5o人f■

:次検診そQFT判定保留 (o.10以上o.35未満)であっ
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た成人l入 ,職員2人が二次検診で陽性tなわた1【考

衆I新生児`小児に結核の二次感染をきなした可能性
は極めて低いと考えられた,発瑞者が常1にマスクを着

用していたこと,,新生児室が陽圧換気にならてぃるこ

となどが幸いしたと考えら11る _す llx・成人(4.4%)と

183

職貞 07%う の QFT陽1生率は既報のそれと比較 して

|く はないが,ツ反の履FLtか ら脚 琴を否定し下1よ

い之考えられた職員を除いてNHを予防撃与してい

る.'(非学会員共同llI窪者 :`岸 由書二,中本夢:昭:院

内感米対策委員会委員) i

W27-3:接触者検診での礎ぃa“FERON TB・2Gの検討
・

独立行政法人国立病院機構長崎医療ヤンタ.―呼吸器科・.  ´

佐力木英祐,池 IE.喬哉,・土井 誠志:大角::光彦■本下 嘱旗

【日1,l BsCGを 摂取して )ヽる 本邦で11≒ ツベ 71/ク リ

ン反応 (ソ反)で結核感染の正確な診断は困̀難であり,

これにイ0わ る診 断■ 1と して QlantFttNTB・2G

(QFT―TB)が注目されている」今回.院 lA3おい●Jト

面のある肺結核患著が発生したた01接摯塾 診に

Q'HBを用い,ツ 反とともに検討した0そ報告す

る.【対象と方法1対象は,肺結核息者と,紳があう

たと考えられる医療従事者,着護学生である1対象は

83名 `接触2γ3カ 月後に=ツ 反とQIP■■を施年
した.ツ反は48時 FF7後 に発赤の最木長径で判定し

`

QFT―■Bはキットを用い てELISA法で測定し,INIF

■驚
=が

o.351U/ml:以上を陽性:9■IU/1'1未呻を陰

性とした̀【結果】肺結核発症患者は,肺癌 (扁平上

皮,Ii c,4Nt前 0が基礎琴息にあり,喀痰検査にて

ガラキ■10号であつた.対象者の内訳は,医 mi 12名 ,

電戸9;穆 吻 詰 iご 避、鷺鍵 慧 tl
管理課3名 ,医事2名 ,1ル ビヽリ1,名、ソーシヤルフ‐

カー1名
`着設学覆教師1名 ,看護学生:ll名 であう、

たち ッ反施行は51名i30nlm未満17名,30111m以 上

34名であったI QFT― TB施行は83名f陽性 6名,J

定イル留5名,険

“

2'1であつた。シ反陽転イヒした3

例.09畿以す).QFTTTBレ性5例:判 定保留2ilnl

に予所内lllを
―
開始した.現在,検診者にお,て結核の

発症は認められてVヽ なυヽ.【結論】今回の検討から,ツ

.反のみで予防内服な検討する
'こ

とは困難であり,ツ反

にかわる接触者検診に、おける補助診断法として QFT一

TBが有用である,と 考えらォtた。しかし7 QFT TB

蔭性でt'反が五陽性に陽転化した例もあり,こ :つ いう

た細 扱いについて今後の検討が必要である.

W2714 結核菌曝露医療従事者におけるクォンテイフエロンTBによる
」    感染診断と予防内服

1独立行政法人労1働者健螂 社機構大阪矛災病n/1ヽ鼎 感染市1御チーム

川隣す 尚久

〔組言】結核 iCTBD暮繰

"診
断するための唯■の方法:

としてツベルクリン反心鋒  (l'反 )力i行われていた.

が:タ ォンティフエIIIン TB(QF↑ )"ゞ開発され保眸,

適用:さ れた,今回我々

'=栞

世
iTBホ

者か:ら TB責の曝

露を受けたと考えら:れる医療従事者tl対 して定期外ィ
反およびQIrを実施し真のハイウスク警を診断し

た、【事例1'多 発性嚢1ユ腎の70歳女性 2005/12/14

透析蒔に黄」g~を指摘さ′t人院.咳嗽等め呼吸器虐代

胸部レ線に異常所見なく―肝憂lし に
'よ

る閉塞性革疸と:

|してPTCD:肝撃胞穿オ1を施行・全身状態rrF.転なく

り006143月 初めより咳嗽出現.3/1o発熱とЛ句部レホi

で左胸水貯留を認めた。3/11突然の心肺停上でCPR

後iCCUヽ入室.″14胸水よ
:り
TB菌同定.略茨はG

10号 ,13/1571CllR.tll検 た左府原界と考え
'ぼ

れる来粒
TB‐で1乾酪満某は認めずllr申球を中心とした浸蓼・

隷蠅l鰍臨鵞
を受|)たI可能性がある医師‐看護師'W熙 ら5●名に・

1定期外ツ反を実施し,ツ反強陽性と:陰性コントロ‐ル

18名 |ずつにr・lしてQFTを実施した.【結果】た霧 |

ツ反の発赤長径は平均3誕 1902(n■m)で 42mmと 70

111n■ の2つのL・―夕を持,二峰性にグラフイしさ
'レ

た,

二峰性oツ屎強暢性■13名とコントロールとしてツ

反陰■辞つ18名 についてQFTを:実施し,強陽性器i

あうちの3名のみQH陽性であつ:た ,I対策】病響
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し INIH6ケ月予防内服鰤 とした.レ彙l感染性
TB燿者と接触機会の多い施設での定期外ッ反によ乞
TB感染の診断は難しく=Oiむ は診断補JJJに有用で
慕のィ》イリスク群を決めることつゞできると思われた_
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教育請演 2

新しい結核対策

i結核予防会結核研究F~f

森     亨

晏ど

ン
:IJ

IIン

うと

した

とす

ラー

やセ

1999年の結核緊急難 言を受けた結核対策:の見

直しの結果:結核予防法が50数年よりに大幅改定さ

れた2005キ 4月 力■らM子さ.4ることになった,:これは

結核の疫学的様相の変貌 (低蔓延,弱者ヽの偏在,地

域・階昼間/1■差の1曽大「重症例。問題例の増加なaと

「
対鵬 の変化(技術革耗

二般医療の向上なめ,そ
オtに対策理念の変化.CEBM,:共L地方白i治なの を

うけて,よ り強力で効率的な対策を求めて策定された

ものである その要点を以下の,項目に分ける。

1)予防接種制度の簡素化と乳児期接肛の強イヒ:再

接種を廃上し,早期接種を促進するために接種に先行

するッベルクリン反応検査を廃止し,(直接接種の導

入),接種を-1歳に違するまでに完了することとした。

2)無差月」定期.に診の虎止と選択的健診の導入=接触:

者健診の:強イヒ:定期健診は学校入学時,651歳以上,特

定職程に限定し
「

従来雛 民検診嗜 場検診は廃上し

た,選択的健診の逗営に市町村の裁量を大きくした:

めi花学予防の強化 :従来若年者に限定されていた

ものを年崎によらず;発病リスタの大きい者に行な
・わ

れをようにする (これlま法疎IEK・ばなく)i早期の実現.

に向けて検討中の課題である).

0日本版DoTSによ/●結核治療の強イヒ:保健所と

主治医による1日薬成功のたらの息者支援を明文化し,

院内,外来のDOTSの推進を制度イヒした,

め都道府県緒 防計画の策意 結核商蓋ゃ対策

資源の地域格差に見合つた地域の独自の対策が立案 `

実施さ:れることを目的としている。

この新しい対策tll皮が成功するためにはさらに新し

ぃ技術の援用が必要であり,現在開発う普及途上のい

く:つかの技術につぃて導べる,これと同時にと強い政

治的な関与がいずれの段階でも必要である.

与

一
一
頌
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i   l   感染症専門医制度規則

.   .  平成 7年 4月 13日 制定  i
平成 8年 4月 17日 改正

.      (     ・  ・          平成 12年 4月 120日 改正
1                                ・ 平成 14年 4月 11日 改正

平成 16´年 4月 6日 改正   1
平成 18年 4月 20日 改正

1                                ヽ   平成 20年 4月 17日 改正

第 1章 総  則
第 1条 この制度は、感染症に関する臨床医学の健全な発展普及を促し、感染症の知識と実

践に優れた医師を育成することにより、人類の健康と福祉に医療を通じて貢献する
ことを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するためにt社団法人日本感染症学会 (以下日本感染症学会とい
う)は付則 3)に定める基本領域学会 (以下基本領域学会という)の協力のもとに、
感染症専門医 (以下専門医としヽう)を認定する。

第 3条 本制度の維持と運営のため、感染症専門医制度審議委員会 (以下審議会という)を
設ける。

第 2章 審議会                                    ヽ

第4条 審議会は第 1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌するほか、併せて
専門医の認定業務も行う。

第5条 審議会は日本感染症学会理事長の推薦する若干名で構成する。
´

第 6条 審議会の委員の任期は2年 とし、2期までの再任は妨げない。
第7条 審議会では、委員の互選により、会長を選出する。会長は審議会を所掌し、本制度

の円滑な運営を図る。
第8条 審議会は、業務運営に必要な各種委員会を編成することができる。

第 3章 専門医の資格
第 9条 専門医の認定を申請できる者は次の各項を満たす者とする。

1.基本領域学会専門医 (認定医)に認定されている者。
2.感染症の臨床修練を積んでいること。

1)基本領域学会の研修年限を含めて感染症学の研修を6年以上行つている者。 '
2)上記 6年の内、3年間は本学会員として本会が指定した研修施設で、別に定め  '

るカリキュラムに基づいて研修を行つていることを原則とする。        ′

尚、研修施設、指導医については別に定める。
3.感染症の臨床に関して、筆頭者 としての論文発表 1篇、学会発表 2篇 、計 3篇 ある

こと。尚、学会、雑誌の種類に関 しては細則 2に定める。            |
4.日本感染症学会会員歴 5年以上で、この間、会費を完納 している者。
5.審議会が施行|する専門医のための認定試験に合格すること。

第4章 専門医認定の方法  1
第 10条 ,認定試験の受験を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。

1.受験願書
■2.受験票      ~
3.基本領域学会の専門医 (認定医)証の写しまたは証明書 ´
4.研修内容の報告書  : :   :
5'診療症例一覧表 (細則1)|

26



6.診療症例の病歴要約 (細則 1)

7.受験料 (郵便または銀行の払込用紙のコピー )

8‐ .筆頭
｀
者 としての論文発表 1篇 、学会発表 2篇の別昴1ま たはコピー (細則 2)

第 11条 審議会は毎年 1回 申請書類により受験資格についての審査を行い、有資格者を対

:象に専門医試験を実施する。実施方法については細則 3に定める。

第 12条 審議会は、専門医試験問題の作成、研修内容、診療症例などの評価のため、試験 :

委員会を設置する。

第 13条 審議会は専門医試験結果、研修内容、診療症例などを総合的に評価し、認定試験|の
合否を理事会に報告する。

第 14条 日本感染症学会は合格者に対し認定証を交付する:

第 15条 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて専門医を呼称す

ることは出来ないJ。

第 5章 専門医資格の更新

第 16条 審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件 (細則4)

を満たした者について、認定更新の審査を行い、専門医資格を更新する。認定更新
手続きについては細則5に定める。

第 6章 専門医資格の喪失

第 17条 専門医は次の事由により、その資格を喪失する。
‐   1.正 当な理由を付して、専門医としての資格を辞退したとき:

2.日 本感染症学会会員の資格を喪失した時。       ‐

0:基本領域学会の専門医 (認定医)の資格を喪失した時。      i
: 4.申 請書類に虚偽が認められた時。

_´  5.所 定の期日までに認定更新を申請しなかつた時。
6.専門医としてら、さわしくない行為のあつた者。

第 7章 本制度の運営       ,
1第 18条 この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。

第 8章 規則の施行、改廃             :
第 19条 この規貝Jの改廃は審議会の議を経て、日本感染症学会理事会で決定する。
第 20条  この規則は平成7年 4月 13日 から施行する:           |

付  則   `                ′

1)本制度の発足に当たつて、別に定める規定により、経過措置による専門医の認定を実施する。  :
2)本制度による専門医試験は平成 10年度より実施するよ          

｀

3)日 本内科学会 (平成 7年 4月 13日 から施行)、 日本小児科学会 (平成 8年 4年 18日 から施行し、専

門医試験は平成 11年度より実施する)、 日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本

産科婦人科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本脳神経外科学会、

日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻酔科学会、日本リハビリテーション学会、

日本臨床検査医学会 (平成 16年 4月 0日 から施行し、専門医試験は平成 17年度より実施する)日本

外科学会 (平成 18年 4月 21日 から施行試験は平成 18年度より実施する)。

平成 16年 4月 6日 以降につぃては、社団法人日本専門医制評価・認定機構の決定した基本領域学会

のうち:当学会と専門医制度 (二階建制)に関する合意を交わした学会を加えることとする。

4)第 9条第 1項および第2項 1)については平成15年 3月 1日 より実施する♂ |
5)第 9条第2項 1)については、当学会が加盟している社団法人日本専門医制評価・認定機構の意向 (各

専門医領域における医師の質の向上及び一定のレベルの維持をはかり、国民の期待に応えるため)に

27



より研修期間を6年以上とする。

6)第 9条第2項 2)、 第 10条第4項・第5項・第6項、:第 12条および第 13条にういては平成22年 3

月 1日 より実施する。

感染症専門医制度施行細則  i
平成 7年 4月 13日 制定

平成 11年 12月 17日 改正

:         平成 15年 12月 12日 改正

_                         平成 16年 12月 17日 改正

平成 18年 2月 2日改正
｀

細則 1 感染症の臨床経験に関する評価     ｀

(1)受験申し込み時に提出する診療に関する記録は下記の通りである。
(1)研修施設において、研修期間に診療に携わった感染症患者30症例の一覧表

(イ)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (いわゆる感染症法)

に記載された疾患を含むことが望ましい。
(口 )症例の選択に当たっては疾患に偏りがないように配慮すること。

(2)上記 30症例中 15症例の病歴要約記載にあたづては症例の感染症の評価、病原診断の
根拠、治療法、治療薬の選択の根拠を明らかにすること。

(2).研修内容および診療症例の評価は試験委員会が行う:評価方法については別に定める。

細則2 感染症臨床報告に関する評価基準       |
(1)感染症に関する筆頭者としての論文掲載は、学会誌またはレフリー制度の整つた学術誌

に掲載されたものであること。
(2)学会発表は、原則として日本医学会総会または日本医学会加盟の分科会(地方会を含む)

で発表したものであるこ:と 。

細則3 専門医試験の実施
(1)有資格者に対して感染症専門医の試験を行う。              ヽ
(2)問題作成は試験委員会が作成する。

出題問題数=60題、
.試

験時間=90分
問題タイプは、次の 3種のいずれかを用いる。Aタ イプ, K2タ イプ, K3タ イプ

細則4 認定更新の要件
: 感染症専門医は、認定を受けてから5年後、以下の4条件を満たしている場合、専門医資格
の更新を申請することができる。                ‐

(1)専門医として認定された後も引き続き本学会の会員であること::. (2)更
新申請時、基本領域学会の認定医 (専門医)であること。

(3)認定を受けてから5年間、感染症診療や学術活動に貢献するとともに、審議会が指定し
た教育企画に参加し、下記の所定単位を総合して 50単位取得した者。 |

(4)更新点数 50点 中、15点 は本学会が主催する学術集会 (地方会を含む)参加を必須とす
る (平成 21年度更新対象者より実施する)。

l               :
※認定期間中に 65歳 を越えた専門医は、本要件の(lX2)の条件のみを満たせば更新ができる。
その場合には更新料は免除することとする。

単位取得の対象となる企画は次の通りである。
'                1      単位数

本会                        ′

日本感染症学会の主催する学術集会出席者
同  筆頭演者

10
5
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日本感染症学会地方会の主催する学術集会出席者
同  筆頭演者                          3

論文掲載 ´

感染症学雑誌、」ournal of lnfeё tion and chemotherapy 筆頭著者  10
本今以外の企画              :

本会が指定した日本医学会加盟学会1)の年次講演会出席者
同  筆頭演者

本会が指定 した関連学会の年次講演会出席者
2)    ,

同  筆頭演者
論文掲載筆頭著者

')         |`o年間感染症診療、学術活動に貢献したことの証明書4)

1)日 本医学会総会、日本医学放射線学会、日本医真菌学会、日本ウイルス学会,日本衛生動 、
物学会、日本イヒ学療法学会、日本眼科学会、日本寄生虫学会、日本救急医学会、日本外科
学会、日本結核病学会、日本細菌学会t日 本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本耳鼻
咽喉科学会、日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本内科学会、:日 本熱帯医学会、日
本脳神経外科学会t日本ハンセン病学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理
学会、日本麻酔科学会、日本リハビリテーシヨン学会、日本臨床検査医学会 (※上記以外
の基本領域学会については三階建制が成立した時点で随時追加)。

2)日本環境感染学会、日本小児感染症学会、日本臨床微隼物学会      i l
3)上記学会誌および、その他レフェリー制度が確立している内外の学術誌で、感染症に関す

る論文掲載。     1              1
4)感染症診療、院内感染対策、地域感染対策、予防接種活動等を通じI申請者が感染症の診

療や学術活動に貢献してし`ることを証明するもので、日本感染症学会評議員、所属施設長、
地区医師会長、保健所長等が証明書発行者となる。

細則5 認定更新の手続き              ｀

申請期日までに以下の書類を審議会に提出する。
1.認定資格更新申請書  ・
2.単位取得を確認する書類

(1)所 定用紙に貼付した、学術集会に参加したことを証明する書類        |
(2)申請論文掲載誌の論文のコピニ (論文の 1頁 目および2頁 目)

(3)5年間感染症診療、学術活動に貢献したことの証明書
3.基本領域学会の専門医または認定医の認定証のコピーまたは証明書

審議会において認定更新審査を行い、専門医資格を更新する。

細則6 その他           )    ●
海外の感染症専門医資格を有するものは感染症専門医規則の第9条第2項 と第4項を免除し

て受験資格を与える。

付則

1)細則 1の感染症の臨床経験に関する評価については平成 21年の申請までは以下の通りとする。
(1)受験申し込み時に提出する研修に関する記録は下記の通りである。

(1)受 け持ち感染症患者 50症例の一覧表
´

(ィ )感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (いわゆる感染症法)に記載された
疾患を含むことが望ましい。    .

(口)症例の選択に当たつては疾患に偏りがないように配慮すること。
(2)上 記 50症例中 15症例の病歴要約                       、

記載にあたっては症例の感染症の評価、病原診断の根拠、治療法、治療薬の選択の根拠を萌ら
かにすること。              `            ・

(2)研修記録の査続は試験委員会が行う。評価方法については別に定める。
社団法人 日本感染症学会      ́         ・

３

３

３

3
5
20
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認定研修施設規約       ■

平成18年 4月 20日制定

本学会は感染症専門医養成のための研修にふさわしい施設を、日本感染症学会研修施設
(以下研修施設という)と して認定し、研修を委嘱する。   :   :
[研修施設の資格]

1,研修施設として本学会の認定を受けるためには、次の各項を満たすことを要する。
(1)医育機関附属病院、総合病院、またはこれに準ずる病院であること。
(2)日 本感染症学会指導医が1名以上常勤していること:

(3)本学会の研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。 「

[認定]

1.研修施設の認定を希望する診療施設の長は、次の各項に定める書類 (所定用紙)を
施設長名にて日本感染症学会感染症専門医制度審議委員会に提出する

`(1)認定研修施設申請書  .      ,
(2)施設の概要書 |
(3)常勤の日本感染症学会指導医の在籍証明書   :

2.専門医制度審議委員会は、提出された申請書類により施設認定審査を行う。
[更新]

1.研修施設は 5年毎に更新の手続きをとらなければならない。更新の手続きを申請す
る施設は「研修施設の資格」の各墳を満たすことを要する:           ｀

[資格の喪失、取消]

1.研修施設は、次の事由によりその資格を喪失する:

(1)研修施設としての認定を辞退したとき6

(2)研修施設の認定更新を申請しなかったとき6

何らかの事由により更新手続きが行えなかった場合は 1年間の猶予期間を認め、      |
翌年更新手続きを行うことできる。

2.専門医制度審議委員会が研修施設として不適当と判定した場合は、理事会の承認を    ,
経て認定を取り消すことができる。

認定指導医規約(  平成18年 4月 20日 制定
平成20年 10月 16日 改正

本学会は感染症専門医養成のための研修指導を行うにら、さわしい医師を、日本感染症学
会指導医 (以下指導医という)と して認定し、研修指導を委嘱する。
[指導医の資格]

1.指導医は日本感染症学会の感染症専門医で、次の各項を満たすことを要する。

ど本緊踊断鐸鸞f種彗を%を経基き締。 ■  ■
(3)専門医取得後、専門医tll度審議委員会が指定した指導医講習会

※1へ 2回以上※2参

加 した者:         .                  `
[認定]

1.指導医の認定を希望する者は、次の各項に定める書類 (所定用紙)を専門医制度審議
委員会に提出する。
(1)指導医申請書                ,

(2)感染症専門医認定証のコピー

(3)指導医請習会↑の参加を証明する記録
2.専門医制度審議委員会はこ提出された申請書類により指導医認定審査を行う。
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[更新]   「
1.指導医の資格は5年毎に更新しなければならない。更新の手続きを申請する者は次の
各項を満たすことを要する。
(1)感染症専門医資格を保持している者。
(2)指導医の認定 (更新)を受けてから直近の5年間 専ゞ門医育成のために尽力する

とともに、下記の所定単位を総合して 30単位以上取得した者※3。 但し、30単位
中 10単位は専門医制度審議委員会が指定した指導医講習会への参加であること
を必須とする※3.           '             )

単位取得の対象となる企画とそめ単位数は次のとおりとする。
専門医制度審議委員

.会
が指定 した指導医講習会へ参加 した場合

※4

指導を受けた研修医師が感染症に関する論文 (原著(症例報告)を筆頭著
者としてレフェリー付雑誌に発表した場合 (キ旨導医が共煮者として入

マ
て

,ヽ  16
ること)               :
指導を受けた研修医師が感染症に関する論文 (原著、症例報告)を共著

者としてレフェリニ付雑誌に発表した場合 (指導医が共著者として入つ'

ていること)

指導を受けた研修医師が感染症に関する演題を学会※5等で口頭または
ポスタニ発表した場合 (指導医が共同演者として入つていること)

ICD講習会を受講 した場合

[資格の喪失、取消]_
1.指導医は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)指導医としての認定を辞退したときも   |   ヽ

(2)更新の要件を満たさなかったとき。           .
(3)指導医の認定更新を申請しなかったとき。     '

、  但し、留学や健康上の理由による休職等で更新条件を満たせなかつた場合は、そ
の期間を除外する。                        ｀

また、他の何らかの事由により更新手続き力ヽ行えなかった場合は 1年間の猶予期
間を認め、翌年更新手続きを行うことができる。

(4)専門医としての資格を喪失したとき。          |    :
2.専門医制度審議委員会が指導医として不適当と判定した場合は、理事会の承認を経
て認定を取り消すことができる。   

「

[付記]・
      f

※1 指導医講習会は日本感染症学会総会学術講演会または地方会学術集会の会長と
専門医制度審議委員会が協議し、総会学術講演会または地方会学術集会のプログ
ラムの一部として企画する。企画の内容は指導医の養成及び資質向上に相応しい

|ものとし、1企画 1時間以上であることが望ましい。1        ' ′

※2 平成22年 3月 1日 以降に認定された専門医から適用する。なおt平成 22年 2月
末日以前に認定された専門医の場合、平成22年度からは指導医講習会に1回以上t

平成27年度からは2回以上参加していることを原則とする。また、1回の学会で
複数の指導医講習会に出席しても、参加回数は1回と数えることとする。

※3 平成22年 3月 1日以降に認定された指導医から適用する。なお、平成 22年 2月
末日以前に認定された指導医の場合、平成22年度からは20単位以上、平成 27

年度からは30単位以上 (内 、10単位は指導医講習会)を取得していることを原
, 員1と する。

※4 1回の学会において複数の指導医講習・企画に参加した場合は20単位を上限とす
る。   ‐

※5 日本感染症学会総会および地方会t日本感染症学会が「専門医制度規則」におい
て指定した日本医学会カロ盟学会と関連学会の年次講演会。

10
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加藤委員提出資料

指導者養成研修修了者全国会議について

【指導者養成研修】   J      ・

本研修は全国各地の結核対策の核となる結核専門家を養成することを目的としで、
1992年から国の委託を受けて結核予防会結核研究所で開催しているよ対象者は結核対
策および診療の分野で相当の経験を有し、将来地域の結核対策指導者としての活動が

期待される医師であり、地方自治体及び医療機関から推薦を受けた者である。

【ブロック別分布】

ブロック 臨床 行 政 その他 合計

北海道
′
■ 2 0 公

υ

コ証Jヒ
Ｅ
Ｕ

７

′
つ
０

関東・甲信越 14 20 4 ０
０

つ
０

東海 口北陸
７
′ 4 0

近 畿 8 8 2
０
０

中国・四国
Л
＝ 5 10

九州・沖縄
公
Ｕ

７
′ 0 つ

０

合計
０
０

■
彎 53 8, 109

【修了者全国会議】

本研修修了者への最新情報の提供、医療口対策に関する検討(ワ ークショップ実施),

ネットワーク強化のために、2008年度より全国会議を開催している。ワークジゴ,プ
のテーマは以下のとおりであつた:

2008年度 :(1)地域における結核対策、(2)ハイリスクグループ対策t

l (3)結核医療提供体制、(4)病原体サ=ベイランス (分子疫学)

2009年度 :(1)結核入院医療について、(2)地域連携体制の構築、

(3)今後の医療提供体制

2010年度 :特定感染症予防指針の改訂 :(1)低まん延状況下のスクリ三ニングt

(2)都道府県計画における目標設定と対策評価指標、(3)病 原体サ=ベイ

ランスの構築、(4)日 本版 DO丁S戦略の展開、(5)結核医療体制の構築
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結核療法研究協議会について

日本の結核医療を向上させることを目的として総合的研究をおこなう|た めに、昭和
′
28年に設立された。協議会の研究事項は結核予防行政の進展に寄与するものとされて

いる。平成22年 4月現在の参加施設数は151:会員数は393人である。内科会、外科
会、細菌科会に分かれて研究事業を実施している。

細菌科会は内科会と協同で5年毎に全国耐性菌調査を行つており、現在第 14回が

進行中で2007年に収集した3000株以上あ感受性検査結果と臨床情報の解析を行つて

ぃる。現在、結核の全国的な臨床および細菌学的なデーターをまとめているのは本協

議会のみで、その結果は会員に遺元している。
‐
内科会は、①結核再発要因に関する前向き調査、②難治性肺結核に対する LVFXを

含む多剤併用療法の臨床的研究を実施しており、外科会は、①肺結核外科症例調査、

②原発性膿胸及び続発性膿胸症例に対する外科療法の研究を実施している。
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国立病院機構における結核医療の取り組み

国立病院機構における結核医療については、平成21年度を初年度とする5年間の中期目標及び

中期計画において適切な実施を明確化しており、診療、臨床研究t教育研修を一体とした取り組み
を推進。

ω
∞

0呼吸器疾患研究ネットワーク
結核病床を有する53病院のうち39病院が ‐

参加する呼吸器疾患研究ネットヮァクを形成

○ネットワァクを活用した研究

設異舌辱蜃警霙晃1'17T7を
活用

|た
多施

(具体例)

・多剤耐性結核・超薬剤耐性結核の実態調査及
び治療法等 (H2卜23 23施設)

:高齢結核の実態調査と治療マニュアル作成と
宿主要因解析 (H21…23 24施設)
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IQ呼叫器内科■●感1拳症内:科|のIF師数|ホ■全国の
111:9%に あたる507名が勤務11■■1111■ 1.■ ||:

〇初期研修医     :  :
基幹型臨床研修指定病院と結核病床を有す

る病院の連携による初期臨床研修の実施

(具体例 )

・岡山医療→南岡山病院 ¬か月(約 15名 /年 )

・長崎医療⇒長崎川棚医療2か月(約 1名 /年 )

・東京医療⇒東埼玉病院 1か月(約 15名 /年 )

.  神奈川病院 1か月 (約 15名 /年 )

(参考)臨床研修指定病院 基幹型.        
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○機構独自の専修医制度 (後期研修医)

結核研修を取り入れた呼吸器科専門プログラ
ム等の実施

中期計画 (抜粋 )「                 ■

地域医療べの一層の貢献とともに、これまで担ってきた結核やエイズをはじめとする感染症、重症心身障害、筋ジストロフィ∵をは

じゅとする神経・筋疾患、精神科医療など他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療についてt政策医療ネシトワー
クを活用し、引き続き適切に実施する:ことによリヤーフティーネットとしての機能を果たす。特に、以下に掲げる事項について一層の
推進を図る。   |

【結核医療など】 結核との重複疾患への対応:            ‐

薬剤耐性結核への対応                         ,
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あたりの結核入院患者数の推移 (全国)

饉医療法人等

日公的医療機関

薗国。自治体

口国立病院機構

I::111111=|:lilil11 117年1 110年■■ 120年1

国立病院機構
(45。 7%)

2,945.1ンヽ

(43,7%)

2,405.9ノに

(43.6%)

1,964.1人

(44:1%)

1,7333人

(43.3%)

11597.7人

:国 口自治体
(21.3%)

1,376.1ノ｀

(21,2%)

1,170.2ノ｀

(19`1%)

862.5ノ｀

(18。 4%)

724.0ノに

(21,6%)

796.8ノ｀

・公的医療機関
(6.2%)

39&4人

(6。 5%)

360.8人

(5。 7%)

257.8人

(6.0%)
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(6.0り

221.3ノk

医療法人等
(26.8%)

1,731.0人

(28。 6%)

1,574.6人
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1,42414りk
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1,234.5ノk

(29.1%)

1,072.7人
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(loO,0%)
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(100.Oγ)
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:(100.0%)

4:508.8A

(10010%)

31926.6ノ｀

(100.0%)

3,688.6人

※平成20年度国立病院機構共同臨床研究「難治性結核・抗酸菌症の疫学・予防・診断`治療」研究報告書より
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国立病院機構の呼吸器内科及び感染症内科医師数

国立病院機構全体で、507名 の呼吸器内科及び感染症内科の医師
が勤務している(全国比11.9%)。 うち、結核病床を有する病院では、30
6名が勤務している(全国比7.20/0)。

表 :全国と国立病院機構の呼吸器内科、感染症内科医師数

※平成22年 厚生労働省医政局 「必要医師数実態調査」より

呼吸器内科 感染症内科 小計 医師総数

全 国 4,003人 261人 4,264人 167,064人

国立病院機構

(全国比 )

490人 17人 507人

(11,9%)

7,533人

(4,5%)

うち結核病床を有する病院

| (53病 院 )

306人 0人 306人

(7.20/o)




